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開会 午前１０時００分 

◎開会宣告 

 

○議長（波岡玄智君） ただいまから平成２３年第３回浜中町議会定例会を開会いたし

ます。 

 

◎開議宣告 

 

○議長（波岡玄智君） これから、本日の会議を開きます。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において、５番成田議員

及び６番中山議員を指名いたします。 

 

◎日程第２ 議会運営委員会報告 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第２ 議会運営委員会報告をします。 

本件については、議会運営委員会から本定例会の議事運営について、報告書の提出が

ありました。 

委員長より報告を求めます。 

５番成田議員。 

○５番（成田良雄君） （口頭報告あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本件は委員長報告に対する質疑を省略したいと思います。 
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これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本件は、委員長報告に対する質疑を省略することに決定しました。 

これで報告を終わります。 

 

◎日程第３ 会期の決定  

 

○議長（波岡玄智君） 日程第３ 会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、議会運営委員会報告のとおり、本日より１５日までの２日間とし

たいと思います。 

これに御異議がありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は、本日より１５日までの２日間と決定しました。 

 

◎諸般報告  

 

○議長（波岡玄智君） これから、諸般の報告をします。 

まず、本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

次に、本議会までの議会関係諸会議等については記載のとおりです。 

これで、諸般報告を終わります。 

 

◎行政報告 

 

○議長（波岡玄智君） 以後の日程に先立ち、町長職務代理者から行政報告の申し出が

ありましたこれを許します。 
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副町長。 

○副町長（松本博君） 本日第３回浜中町議会定例会を開催させていただきましたとこ

ろ、全員の出席をいただき、誠にありがとうございました。 

先の議会から本日までの主なる行政報告を申し上げます。 

(行政報告あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） 引き続いて、教育委員会より教育行政報告の申し出がありまし

た。これを許します。 

教育長。 

○教育長（松本賢君） 教育委員会より教育行政の主なものにつきまして、ご報告を申

し上げます。 

(教育行政報告あるも省略） 

 

◎日程第４ 陳情第１号 住民の安全・安心な暮らしを支える交通運輸行政の充実を  

求める陳情書 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第４ 陳情第１を議題とします。 

職員に陳情書を朗読させます。 

○議事係長(箱石雄彦君） （陳情第１号 朗読あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

ただいま議題となっている陳情第１号は総務経済常任委員会に審査の付託をし、閉会

中の継続審査にしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、陳情第１号は、総務経済常任委員会に審査の付託をし、閉会中の継続審

査とすることに決定しました。 

 

◎ 日程第５ 発議案第５号 浜中町長の退職申し出について 
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○議長（波岡玄智君） 日程第５号 発議案第５号を議題とします。職員に発議案を朗

読させます。 

○議事係長(箱石雄彦君） （発議案第５号 朗読あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本案は、提案理由の説明・質疑・討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本案は、提案理由の説明・質疑・討論を省略し、直ちに採決することに

決定しました。 

これから、発議案第５号 採決します。 

お諮します。 

本案は、地方自治法第１４５条の規定により、法定期日前の退職に同意することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議案第５号は、同意することに決定しました。 

ここで会議を一時中止いたします。 

（中止 午前１０時２２分） 

○町長(長谷川徳幸君） （退職挨拶あるも省略） 

（再開 午前１０時３７分） 

○議長（波岡玄智君） 中止前に引き続き会議を開きます。 

 

◎日程第６ 発議案第６号 軽油引取税等に関する意見書の提出について 

 

○議長(波岡玄智君) 日程第６ 議案第６号を議題とします。 

職員に発議案を朗読させます。 

○議事係長(箱石雄彦君） （発議案第６号 朗読あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） 本案について、提案理由の説明を求めます。 
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１１番鈴木議員。 

○ １１番（鈴木誠君） 本案について、提案の理由をご説明申し上げます。 

軽油引取税は、地方税法に定められた地方税目的税のひとつで道府県が道路に関する

使用に充てる財源を交付することを目的に、昭和３１年に創設された税制度であります。

この引取税は道路整備に使用する目的税でありますが、道路整備による恩恵は広く一般

に及ぶことから道路使用に直接関係しないと認められる場合であっても、原則として全

て課税の対象とされていました。 

しかしながら、特に政策的配慮の観点から特定の用途に限っては知事の承認により課

税免除が認められておりました。本町においても、農林業の機械や漁船で使用する場合

は、これに該当します。 

しかし、平成２１年度の税制改正により、軽油引取税が目的税から普通税に移行され

たことにより、現在旧法で規定されていた課税免除については、石油化学製品製造業者

が、その原料の用途に供する軽油にかかるもの以外は、平成２４年３月３１日までの特

例措置となっております。 

また、農林漁業用Ａ重油は、昭和５３年に国税の間接税として創設された石油石炭税

が課税されますが、免税還付措置がなされており、これまで数時に亘って延長措置が講

じられてきましたが、この免税等の措置が無くなりますと、本町の漁業者は大きな負担

増を強いられることになります。これらの措置が廃止された場合の、本町における影響

額について調べてみましたが、浜中町農協における前年度の免税軽油使用料は１６１万

８，８００リッターで、免税額の３２円１０銭を乗じますと約５，１９６万円。浜中漁

協における軽油の使用料は７３万７，０００リッターで影響額は約２，３６５万円。漁

業用Ａ重油の使用料は１６９万２，０００リッターで免税額が２円４銭で３４０万円。

併せての影響額が約７，９００万円となります。本町における農林漁業用の燃油の使用

料が、これが全てではありませんから、免税等措置廃止の場合、浜中町における影響額

は相当の額に上るものと推測されます。 

本町の基幹産業である酪農は、穀物使用価格の高止まりや、生産資材の高騰などによ

り、厳しい環境に置かれておりますし、一方の漁業においても、輸入水産物の増大に伴

う魚価安や沿岸資源の減少などにより、厳しい経営状況にあります。このような状況の

中で、仮にも免税等措置が廃止されますと、先に述べた額が事実上の経費増となる訳で

すから、農林漁業者のみならず、本町の経済にとっても、大きなマイナスになると思わ
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れます。 

よって、本意見書がこれまでの特例措置の存続、もしくは新たな農林漁業用燃油に対

する免税の免税制度の創設を求めるまでありますので、よろしく御審議の上、本案に御

賛同くださいますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○ 議長（波岡玄智君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、発議案第６号を採決します。 

この採決は、起立により行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（波岡玄智君） 起立多数です。 

したがって、発議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第７ 発議案第７号 森林・林業・木材産業政策の積極的な展開に関する意

見書の提出について  

 

○議長（波岡玄智君） 日程第７ 発議案第７号を議題とします。 

職員に発議案を朗読させます。 

○議事係長（箱石雄彦君） （発議案 朗読あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本案は、提案理由の説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本案は提案理由の説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決

定しました。 
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これから、発議案第７号を採決します。 

諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第８ 一般質問  

 

○議長（波岡玄智君） 日程第８ 一般質問を行います。 

通告の順番に発言を許します。 

１０番加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 通告に従いまして、質問させていただきます。１項目ですけ

れども、福島原発事故を教訓として浜中町は、脱原発宣言をすべきではないかと思いま

すがいかがでしょうか。この原発事故にかかわって質問をすると言うことで、多少勉強

も致しましたが、大変難しい問題でありまして、今日質問するということも自分自身の

勉強も兼ねての質問でありますので、どうか答弁をお願いしたいなと思います。 

安全神話１００％を信じて推進してきた、原子力発電所の事故は３月１１日発生の東

日本大震災の被害、そして復興に大きな困難をもたらしたと思います。マグニチュード

９．０の地震と大津波により、福島原子力発電所の１号機から３号機まで全電源喪失圧

力容器内の水は蒸発してなくなり水が送れなくなり、第一原発の圧力容器内の核燃料が

露出し、炉心がベルトダウンを起こしたと。東京電力が３月１１日から１４日までの間

に余震の核燃料棒がベルトダウン状態にあったと公表したのは、１ヶ月半余り経った５

月２４日でした。３月１２日には１号機が水素爆発を起こし、１４日に３号機が、１５

日には２号機、４号機が水素爆発を起こしました。多量の放射性物質が空中に飛び散り、

また、陸から海へ放射性物質が流れました。３月１１日から９月初旬までに発表された

放射性物質を含む汚染量の海洋汚染ですよね。汚染量の総量はどのくらいになっている

かと、押さえておりましたらお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 
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○水産課長（野崎好春君） ただいま御質問のありました、この度の原発事故にかかわ

る海洋汚染に伴い、政府は４月４日に第一原発から大量の高濃度の放射線汚染水を海に

放出したところでございます。翌４月５日には全国の漁業協同組合連合会は、この暴挙

に対して強く抗議するということで抗議文を提出したところでございますけれども、た

だいまご質問のありました放水量については、私、今手持ちに資料がございませんので、

数量に関しては後日調べさせていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） １０番加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 今の放出に関してですけれども、色んな調査機関で発表され

ていることですけれども、東京電力の発表では５月２１日現在４，７２０兆ベクレルと

発表しておりますけれども、最近の発表では、日本原子力研究開発機構では９月８日ま

でに海洋への放射能放出総量を１．５京ケラベクレルを超えると発表しました。これは、

先ほど東京電力が５月に発表した量の３倍に上るという事です。今回の事故でデータの

発表が直ぐ出来なかった事に、多くの国民は非常に苛立ちを感じました。 

でも、この原発に関する知識は自分も含めて、ここに住んでいる人々は、とっても少

ないのですけれども、浜中の漁師たちは放射性物質の海への流出に対して、とても敏感

だったと思います。事故後３日で次のような心配が漁師の口から出ていたと思います。

相当量の放射性物質が流出し海が汚染されたと。漁業にも相当影響が出ると、８００キ

ロも離れた向こうの原発事故でしたけれども、漁師は直ぐに自分の前浜のことを考えな

がら、そのように言いました。 

それで、福島原発周辺の陸から海へ流出した放射性物質は、どんな形で太平洋に広が

って行ったか。これは釧路・根室地方の何点かのポイントで、測定したと言うのもあり

ますけれども、どのような形で、海に流れ出た放射性物質は、太平洋に広がって行った

のかと。そういうことを調べる機関というのがあると思いますが、その機関名と、その

機関が、こんなふうにして福島県原発から徐徐に広がって行ったんだよという、そうい

う説明が出来ればお願いしたいなと思います。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（野崎好春君） ただ今ご質問のありました、海水中の放射能汚染につきま

しては、現在文部科学省、環境省、海上保安庁、東京電力、福島県等が、宮城県、福島

県、茨城県沖や福島第一原発周辺において、３月４月におきましては２日に１回程度、

その後、５月から８月には週１回程度の日程で、約４０ヵ所の海域のモニタリングを実
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施しているところでございます。 

現在は、福島第一原発周辺３０キロ圏内を除き、放射能濃度は不検出ということで、

公表されているところでございます。心配される放射能の海流の関係でございますけど

も、放射能濃度のシミュレーションの結果、福島沖を含む南、東、北沖の海流は黒潮と

津軽暖流、親潮の影響を受けて複雑なゆっくりとした流れとなっており、これにより発

電所付近に滞流しております放射能物質を含む海水は、沖に向かって拡散しているとい

う事でございます。現在は、北緯３５度から４０度の海域で拡散希釈され、東の方に今

後は移動して行くというように推察されているところでございます。 

５月中に放射能セシウムは全海域で検出限界値以下となっているということで、安堵

しているところでございます。 

また釧路・根室海域での放射能物質のモニタリングにつきましては、北海道では、安

全確認の観点から、本土周辺海域の海岸から１７キロから２７キロの沖合の室蘭沖、襟

裳沖、釧路沖合での海水中の放射性物質の濃度を、７月から８月末まで１１回のモニタ

リングを実施しているところでございます。これにつきましても、いずれも放射性ヨウ

素セシウムはいずれも不検出ということで、大変安堵しているというところでございま

す。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） モニタリングで検出したポイントを言われましたけれども、

水の表面表層水の検出なのか、あるいは何メートルか下の低層水の検出なのか、あるい

はまた、そこで獲った魚からの検出なのか。その辺はいかがでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（野崎好春君） 採水の水については、一応表層水と低層水ということで認

識しています。これはあくまでも海水中からのモニタリング結果となっています。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 北海道の方にやってくれば基準値から低いか、あるいは全く

検出されなかったというようなことでありますけれども、素人目から見れば、被災した

沿岸部の船や家や、そういう残留物が、どんどんこちらの方に、北の方に流れてくるそ

ういうことからすれば、もっと早く検出が計られるのではないのかなと思ったのですけ

れども、こちらまでやって来ないという事は、先程、太平洋上に東の方に流れていたと

いう表現もありましたけれども、これは表層から沈澱していくというものもあって、表
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層の物質については計れるけれども、低層部の放射性物質については計れないというよ

うなこともあるのではないかなと思います。 

それから、昆布の件で言いますと一番底におがっている訳ですから、底の部分の海藻

類が、どんなふうに汚染されていっているかというような資料は、自分たちのところに

は、ほとんど出てきていないのですけれども、その辺の所は今どうなっておりますか。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（野崎好春君） 昆布を中心とする、海藻類の汚染でございますけれども、

水産総合研究センターによる海草類の調査におきましては、わかめ、昆布、アカモクに

ついて福島、宮城県で調査しており、６月２日採取のアカモクの放射性ヨウ素１３１に

つきましては、暫定基準値の２，０００ベクレル、これを遥かに超える３，０００ベク

レルという数字が検出されたところでございます。 

また、６月２３日採取のアカモクのヨウ素１３１は、５３０ベクレルということで、

大幅に減少をしているというところでございます。 

また、北海道における主要水産物である昆布につきましては、７月１８日から２９日

に掛けて主要生産地であります、函館沖、新日高沖、厚岸町沖、根室沖で、それぞれ放

射性ヨウ素セシウムの検査をしておりますけれども、これも、いずれも不検出というこ

とで、北海道からの公表がされております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 検出するポイントの数です。この大海からみれば本当に、こ

の一部の所でしか検出されないと。私としては、陸上で福島県や宮城県や岩手県陸上の

畑での検出は非常に小まめにやられているのですけれども、それに比べれば、海洋での

汚染度調査というのは、とっても大ざっぱな検査ではないかと。未検出であったという

ことは良いですけれども、それが本当に信用されるものかどうかということは、もう少

し、きめ細かな調査というものが必要なのではないかなと思うのですが、その点につい

てはいかがですか。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（野崎好春君） 海洋に関して検査するという事は、大変広い範囲の検出の

モニタリングが必要になっています。 

また、漁種についても数多くの魚種がある中で、やはり操業を兼ねながらの採取、魚

を獲ったり昆布を獲ったりということの採取となる事から、中々こう浜中沖とか散布沖
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とか、かなり細かく検査するという事は、大変厳しい状況となっているところでござい

ますし、今回北海道で調査し発表した測定結果については、水産団体としては満足のす

るものだというふうに認識しております。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 簡易的な測定器というのは、陸上では大した大きなお金では

なくて、自分で手に入れる、そして測定することが出来るのですけれども、海洋で例え

ば、漁師がそれらの機材を持って測定するというような方向というのは、国や道で考え

られていないのでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（野崎好春君） 現在は、北海道からの委託を受けて、衛生研究所で調査し

ております。漁業者の皆さんに、そういう簡易的な機材を持たせて検査するというとこ

ろまでは行っていないと、そういうふうに認識しております。 

ただ今後、対策として水産庁では今まで各都道府県にお任せしていた、こういうモニ

タリング調査を、今後、国が責任を持って、本道海域のサンマや秋サケ、イカやスケソ

ウダラと言った主要生産物のモニタリングについて、引続き調査をするというふうに決

まっておりますので、ご理解願いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 次に回遊魚、サンマやサケ・マス等はずっと南下して、福島

の方まで南下して、それからまた、こちらに北上してくると言うことからすれば、今年

はサンマからは検出されなかったのですけれども、来年や再来年、影響が出るのではな

いかという漁民の間でも、心配がなされておりますけれども、そういう将来的な回遊魚

の汚染について心配するというか、そういう来年あたりは危ないとか、再来年は危ない

とか、そういう研究予想を立てている機関はございましたか。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（野崎好春君） 回遊魚であります、サケ・マスやサンマの関係で、来年度

以降の汚染の懸念についてでございますけれども、海産業の放射性セシウムの濃度は、

周囲の海水中の放射性物質の濃度の５０から１００倍に濃縮されるというふうに、報告

されています。 

また、海水中の放射性物質の濃度が上がれば当然、高くなりますし、下がれば徐々に

排出され５０日程度で半減されることが分かっております。よって、回遊魚であること
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から、来年度以降の放射性物質に汚染されるということの懸念でございますけども、余

り心配しなくても良いのかなというふうに一部で報道されております。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 将来において来年はともかく、私は食物連鎖でプランクトン

から小魚からサンマ、サンマから更に大きな魚へという事で、食物連鎖で段々汚染され

て行くという状況が、あるのではないかとそういう点についてはいかがですか。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（野崎好春君） 当然、魚でございますので小さいプランクトンを食べて小

魚が育って、小魚をまた大きな魚が食べるという、そういう食物連鎖の関係はあろうか

と思いますけれども、例を取るとサンマにつきましては、正式な生体というのは、はっ

きりしておりませんけども、１年魚あるいは２年魚が主となっておりますので、現在、

獲れているサンマについては、昨年の春生まれ、または秋以降に生まれた魚で、１年魚

と言っていいくらいの生体になっていますので、長くその海域を泳いで生息している魚

ではないと認識しておりますので、来年度以降の、このサンマの放射性物質については、

心配しなくてもいいのかなというように考えております。 

ただ、サケ・マスについても、放流して４年間オホーツク海、そして北米の方まで、

４年間かけて行って帰ってくるという事ですので、今年、福島県が東北三県の施設から、

自然放流されていたサケ・マスについては、４年後どういうふうになるのかなというこ

とは懸念されておりますので、それについては、引き続き水産庁の方で、水産物のモニ

タリング調査を継続して実施していくというふうになっておりますので、ご理解願いた

いと思います。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 生産地で汚染があったというのがあれば、生産物が売れなく

なるという現象が起きていますよね。今、福島で福島産というだけで、皆さん敬遠する

と。 

しかし、新聞等では売れない桃が実は検査で何でもないんだと。是非、買ってもらい

たい、支援して欲しいという事で、多くの皆さんが買うのですが、私も購入しましたけ

れども、箱の中に放射能物質の検査収容済みの桃です。というチラシが必ず入っていま

す。 

ですから、もしもそういう汚染地域があれば、生産したものについて、これは大丈夫
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ですというお墨つきのものを箱に入れて出荷しなくてはならないという、そういうのは

あります。実際に、そういう物を売るのに、そういう説明書きを付けて出さなくてはな

らないという実態ですね。 

しかし、それを受け取った自分たちは果たして、これは大丈夫ですよと言われていて

も、信用することができるかと言えば中々信用できない。それは、今回の原発事故があ

ってから何シーベルト、何シーベルトといって、これは基準より下がっているので人体

には影響はありませんと。 

しかし、色々調べてみればかなり乱暴な事を言っているんじゃないかという事も、ど

んどんその基準値も上げたり下げたりというのがなされていまして、果たして本当にゼ

ロなのか。どうなのかということでは、今汚されたそういう産物でも、食べられないの

だろうかという、研究も始まっているようでありまして、魚や果物が汚染されたから、

これは食べないようにしようということではなくて、年齢によって６０歳以上の方は、

これ食べていいよと。 

でも赤ちゃんや妊婦、２０歳以前の人は避けるようにとか、そういう表示で販売して

はどうかという事まで出ているんですよね。そうすれば、生産者が多少は汚染されても

買うことが出来ると。６０歳過ぎた人であれば、３０年以上は大丈夫だろうからという

ふうなことで、このぐらいだったら良いわと、正直に何シーベルトとか何ベクレルとか、

そういう単位を表示して全く買わないということになれば、生産したのはほとんど売れ

ないという事から、そういうことも準備する必要があるのではないかという事も出てお

りますけれども、サンマが将来どうなるのかと、多分大丈夫でしょうという課長の話で

すけども、もしも、そういうものが出た場合に、この道東の海で検出されたという場合

に、どうするのかという方向について考えはありますか。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（野崎好春君） 水産物の放射性物質の関係でございますけども、先ほども

お話ししておりますけども、北海道において主要水産物のモニタリングにつきまして、

１週間に２～３回程度、追跡調査しております。 

その結果、数字的には食品衛生法の基準に基づく、食品中の放射性物質の暫定基準値、

これが魚介類で放射性ヨウ素２，０００ベクレル、セシウムで５００ベクレル、実際に

北海道内で５月からサケ・マス、あるいはサンマ等の追跡調査をした結果、多い数字で

も６ベクレル、５００分の１とか１００分の１とか、完全に安心できるものだというふ
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うに認識しています。消費者に対しても、北海道のホームページでも、この数字につい

ては公表されておりますし、さらに消費者に安全なものを届ける意味からも、引き続き

水産物の調査をしながら、北海道の水産物は安全だというものをＰＲしていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 私は、将来そういうふうにしてでも売らなければ、生産者は

大変かなというふうに思って質問しました。原発の事故ですけれども、孫子の代まで続

く事になると思います。元を正せば原発の存在、原発があるからだという事だと私は思

います。 

今回の事故で不思議なことは、放射性物質の流出についての報道は、取水口付近から

流出という表現と、意図的に放出した集中廃棄物処理施設の汚染水という２種類の、た

だ単に亀裂から漏れた汚染水と、それから溜めていた貯水場が溢れるので流さなくはな

らないと。意図的に流さなくてはならないという報道がなされて、いずれにしても、原

発原子力発電所というのは、放射性物質の処理に困ったら、海に放出しても良いのだと、

暗黙のうちであるいは平気で捨てているように私には見えたのですけれども、そういう

放射性物質を困った時には海に捨ててもいいと、構わないんだというような法律という

のはありますでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（野崎好春君） 困ったときの放出の関係については、ちょっと理解をして

おりませんけれども、原発の配水基準、これにつきましては法で定められておりまして、

原発から海に放流する放射性物質を含む排水については、法律で定められております。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 法律で定められている、流している部分はいいんですけれど

も、今回のような事故で放出した部分や、それから処理できなくて放出した部分につい

て、流すことについてどうなのかと。それに対する責任の追及もほとんど見られなかっ

たのですが、こういうことに対しての、国が当然の態度というのは見られなかったので、

これは法律上認められた事でなくて、認められない事だったにもかかわらず、やってし

まったというふうに見受けられるのですけれども、仕方ないことだったと言う事でしょ

うか。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員、先般申し上げましたけれども、ここは国の予算委員
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会じゃございませんので、浜中町になるべくかかわる今のような質問というのは、ちょ

っと答弁する方も、なかなか難しいだろうと思いますので、なるべく喫緊の課題に絞っ

て御配慮をいただきたいと、このように思います。答弁ありますか。 

水産課長。 

○水産課長（野崎好春君） 前段でも申し上げましたとおり、高濃度の汚染水が海に放

出されたということにつきましては、漁業団体初め、多くの漁民の方々が、今後の海洋

汚染あるいは水産物に対する汚染に対して、相当心配されていたということで、全漁連

としては、抗議文を発したということでございますし、一部ホームページなんかも見ま

すと、それぞれの意見はあろうかと思いますけれども、その汚染水を処理するという方

策については、漁業あるいは漁業関係団体としては、誠に残念なことではございますけ

れども、海水に放流するという事が、一部では最適だったのかなというような記載もさ

れているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 議長から質問の仕方についてという事で注意がありましたけ

れども、大変、質問も私の方としても難しいなと思いながら、これからも質問させてい

ただきたいなと思います。 

今回の原発事故で一番問題になったのは、放射性物質が海洋汚染の場合、海に流出し

たという事で、今水産課長がおっしゃられましたように、本当にいち早く漁業団体が東

京電力に抗議したり、国に対して要請したりということは、本当に良かったなと私は思

います。 

しかし、ちょっと考えてみれば何処の地域でも、この原子力発電所というのは、全部

で５４基あるようですけれども、すべて海岸線に建てられております。今、お話あった

ように処理する時に、海に流せば希釈されて大した影響はないと、汚染された土を取り

除くことも要らないしという、そういうのもあると思うのですけれども、ただ、そこに

みんなの目が注目されている訳ですが、原子力発電所の建設について、一番最初に問題

になったことは、温排水、原子力発電所から流される温排水によって、海水が暖められ

るということが問題になりましたけれども、それがしばらくの間なかったと、そういう

ことも原子力発電所の場合に問題となって、今でも更に問題にすべきことということで、

温排水のことについてあるのですが、その辺はどんなふうに把握しておりますか。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 
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○水産課長（野崎好春君） ただ今の温排水の関係でございますけれども、私、今手元

に、その資料等ございませんので承知しておりません。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 放射性物質が海に流れるということ以前に、温排水の問題に

なっているのですけれど、これは調べてもらいたいなと思うのですが、１００万キロワ

ットの原発であれば３００キロワット分の電気を発生させる、熱を発生させることがで

きるのですけれども、それを、その３分の１の１００万キロワットしか電気に変えるこ

とが出来なくて、後の２００万キロワットというのは、冷やして海に流さなければなら

ないというのがあって、何と１秒間に７０トンの海水を対流させるという、海から７０

トンの海水を引き寄せてそして流すと。出て行く時には７度の温度になって、７度プラ

スになって出ていくというのがありまして、これが５４基の原子力発電所から出る配水、

７度高くなった温度が出て行くというのは、５４基分で年間１，０００億トンと言われ

ております。 

日本は雨の多い国で、雨が降った水が川に流れていく量が、全部で４，０００億トン

と言われております。ですから、原子力発電所から出される温配水は、川から流れて行

く量の全国の総量の４分の１が温められて、そこから出て行くと。これは相当な量だと

私は思います。浜に行って今漁師に話を聞くと、水温が暖かくてと。秋サケも良いけれ

ども、ブリやマグロが入ってくると。これ相当前から聞いていたのですけれども、更に

これは酷くなっていくという事からすれば、これも原子力発電所の為に、漁業に対する

影響というのは、とても大きいのかなと私は思います。 

それで、漁業と酪農の町、浜中町ですから、私達は福島で生活している漁業者の実態

はテレビを見たり、漁に出られないというようなことを知れば、家も船も網も生産手段

全てを失ってしまった漁師達はどんな思いで、漁にも出られないのですよ。３０キロ以

内は。そういうことを思うならば、今福島の漁業者だけでなくて、市民はもう原発は懲

り懲りだという事を言っております。 

しかし、この原発は懲り懲りだというのは、あそこだけにしておく訳にはいかないと

思います。全ての市町村が、あの原発事故の被害を受けて大変な思いをしている、その

思いを自分たちの町として、全国で原子力発電所を無くしていくという事を言って歩く。

その為に私たちの町は、大変小さい町ではありますけれども、核兵器廃絶宣言をしたと

同様に、浜中町でも脱原発宣言をすべきではないのかと、私は福島県民の気持ちに連帯
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して、原発ゼロを目指す宣言をすべきじゃないのかと思うのですが如何でしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） ただ今の脱原発宣言をすべきじゃないかという御質問にお

答えいたします。 

まず、基本的に原子力行政につきましては、国の専管事項となっております。原子力

発電所の安全確保の権限と責任は国にあると認識しております。原子力発電につきまし

て、３月１１日の福島第１原子力発電所の事故が起きる前から、今議員おっしゃったよ

うに、さまざまな推進意見があり、また反対の意見があることも承知しております。 

今、この３月１１日の事故を受けまして、世界レベル、国レベルで非常に大きな課題

として論議されていることも承知しておりますし、報道を見る限りでは幾つかの国レベ

ル、国では既に期限を決めて脱原発を表明した国、それから一部推進しようとしている

国があることも事実の事でございます。 

今議員おっしゃいましたとおり、本町としても漁業と酪農の一次産業の町であります

ので、その放射能の検出の問題ばかりではなくて、先ほどの議論の中にもありました、

風評被害とまた更には人体への影響も含めて、いち早い終息を願っている訳であります

けれども、災害対策基本法ですとか、原子力災害対策特別措置法の見直しが今、国レベ

ル、道レベルで進められておりますし、それに合わせまして、この原子力発電に代わる

エネルギーの関係など様々な考え、問題がありますけれども、御質問の脱原発の表明と

言いますか、きっぱりと表明すべきではないかという事につきましては、いずれ判断す

る時が来るかも知れませんけれども、今現在、国、道の先ほどの色んな見直し関係も含

めまして、国や道の動向に注視して参りたいと存じますので、今ここで判断するという

ふうには申し上げられませんけれども、そういうことでご理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 東日本大震災、そして原発の事故これが起きて９月１１日で

半年を超えました。それでテレビの一番のニュースは、今尚、原発のニュースがトップ

ニースとなって出ておりますけれども、今も続く原発で何も出来ないという、そういう

状況を見て日本の国民は、やはり自分達の考えをきちんと持つべきだと思うのですね。 

浜中町では、やはり今総務課長も言われましたけれど、漁業者や農業者の立場に立て

ば即やめて欲しいと。しかし、使う電力もある訳だから、もう少し総合的に考えて徐々

に無くして行くと。徐々に無くして行く行先は、原発ゼロの目標を持っていくんだとい
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うことが、目標がなければ減らしていくという方向にならない訳ですから、だからゼロ

を目指して、明日から直ぐ無くすと私は言っているのではなくて、電力も維持しながら

ということもあるのですが、ただ自然エネルギーを使うことによって、現在ある原子力

発電所を抜かした他でも賄って行けるのではないかという計算もある訳で、そういう意

味では目標をゼロにすると、これは５年後１０年後という、そういうスパンで最終的に

はゼロにするという、そこの目標がなかったら、今どっちがどうだという事では無くて、

自分たちはこういう数年後の目標を持ちながら、ゼロの方向に進んで行くんだという事

を、そういう宣言を私はすることが出来るのではないかなと思います。 

しかし、自分も含めてそうですけれど、原発に関する学習が大変乏しいというふうに

思うので、浜中町として原発問題を考えると、これは農業・漁業、一次産業を守ってい

く観点から、ゼロを目指しながらも勉強して行くという事を町が率先して、そういう機

会を持つと言う事についてはいかがでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 町が率先して、いわゆる原子力発電の仕組みですとか、危

険性について、そういう学習する機会を持ってはどうかという御質問でございます。 

確かに、原子力発電の仕組みと危険性を、この度の事故を見た時に学習する機会、提

供する機会の必要性は確かにあると思いますし、色んな機関ですとか場面で、数多くの

学習する機会があればいいと思っております。 

現在は、先ほど申しました国、道それから周辺市町村で色んな形で、そういうこの３

月１１日の事故前の事ですので、その原子力発電の仕組みとか、安全性とかが、主な形

での色んな学習の機会、例えばパンフレット、それから講演会などを行っておりますれ

ども、今この町が、浜中町としても行うべきでないかというご意見でございますけれど

も、これらにつきましても、国のこの震災を受けまして、防災基本法とかの見直しがな

されている、それに伴いまして以前、浜中町におきましても、地域防災計画の見直し等

進めているところでございますが、それの中にでも原子力発電のいわゆる学習する機会

といいますか、そういう１項目を取り上げながら、どうしたら良いのか浜中町として、

どの程度どんなことを行ったらいいのかという事も、その地域防災計画をつくる防災会

議の中で、１つのテーマとして取り上げていきたいというふうに考えておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 
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○１０番(加藤弘二君） 防災計画の中に放射性物質、放射能に対する対応の仕方も考

えていかなければならないというふうに受け取りました。 

私、この原子力発電所の事故について最も敏感に心配しているのは、子供たちだと思

うのです。小学校・中学校・高等学校において、原子力発電所について、たくさんのエ

ネルギー、今では自然エネルギーとか、水素を使ったエネルギーとか、色々記述はある

のかなと思いますが、原子力発電所について教科書では、どんな程度の記述になってい

るのでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 指導室長。 

○指導室長（梅津和広君） 小中学校において原子力発電について、どのように記述さ

れているか、教科書に原発事故の危険性について、記述はあるかというご質問について

お答えをしたいと思います。 

原子力発電に関する学習については、学習指導要領の内容に基づき小学校では社会科

で、中学校では理科と社会科で学習が行われております。具体的な教科書の記述につい

ては、小学校では暮らしを支える電気はどこからという事で、水力、火力、原子力発電

所があるというような程度の内容です。中学校におきましては、理科の第一分野で、エ

ネルギーと資源の領域の中で、原子力発電の仕組みが扱われていて、具体的にはウラン

等の燃料は少量で莫大なエネルギーを得ることが出来る反面、放射能が人体や作物等に

大量にあたると危険なので、常に厳しく監視して安全を確保する必要がある。 

万一、事故が起きた場合の、放射能汚染の防止や使用済み核燃料の安全な処理など、

今後さらに研究して、解決していかなければならない問題が残されているという内容の

記述により指導されています。 

また、社会の地理におきましては、世界と日本の産業、日本の資源とエネルギーとい

う内容の中で、火力発電は電力を安定して、また必要に応じて発電量を調整しながら供

給できますが、化石燃料を使うことで二酸化炭素を排出します。 

一方、原子力発電は二酸化炭素を排出しない利点がありますが、放射能の安全性を巡

り課題等もあります。というような内容で、関連する表やグラフ等が記載されておりま

す。 

また社会の公民においては、国際問題と地球史に２１世紀の資源とエネルギー問題と

いう内容の中で、原子力発電は大量のエネルギーを供給でき、原料となるウランを繰り

返して利用できる利点はあります。 
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しかし、人体に有害な放射能を大量に発生させる為、事故が起きた時の被害は大きく、

放射線廃棄物の処理、処分などの問題もあり、こうした課題の解決が目指されています

というような内容により学習指導が行われております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 指導室長の方から答弁がありましたけれども、原子力発電所

にかかわっての記述は的を得た内容になっているなと思います。 

ただ今回、危険性があると言われた部分で、核廃棄物の処理の問題等もあるというよ

うな事も書かれておりましたけれども、今、非常に福島の事で興味が子供たちの中で、

あると思うのですが、浜中町として、原子力発電の放射能汚染を中心とした、そういう

知識を子供達に、どんな方法で教えたら良いのか、社会科や理科の先生達で集まって、

指導案をどうやって作っていくか、そういう研究をするというようなことは考えられま

せんか。 

○議長（波岡玄智君） 指導室長。 

○指導室長（梅津和広君） 人間が水力、火力、原子力など多様な方法でエネルギーを

得ている事を、エネルギー資源と関連させながら理解すると共に、エネルギーを有効、

安全に利用することの重要性を認識すること。 

また、日本はエネルギー資源が乏しく、その安定確保が大きな課題であること、今後、

環境への負荷がなるべく小さいエネルギー資源の開発と、利用が課題であることを認識

し、太陽光、風力、地熱、バイオマス、あるいは水素など新しいエネルギー資源の利用、

新たなエネルギー開発の現状や課題を考えることが重要であり、そのような認識の下、

教育現場では、各校で学習指導が、それぞれの担当の先生により適切に行われていると

いう状況であります。 

加えて、今回の震災による原発事故の状況や、避難の状況をしっかりと見つめ、大変

な事故であるという事を具体的に認識し、教訓とすることも大切であると思います。事

故が起こって直ぐ３学期中に、児童会長や生徒会長をリーダーとして、主体的に募金活

動をやった学校も多くありますし、少年の主張大会においては、原発の危険性、エネル

ギーの有効利用、新エネルギーの開発等に目を向けた主張の生徒が、沢山あったところ

で本町の教育の成果でもあると思います。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 子供たちの教育については、子供たち自らが学ぶということ
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の手助けとして教職員の研究と言いますか、子供たちをどうやって導いていくかという

ところの研究もやって欲しいなと思います。質問の最後の方になります。 

今、原発ゼロにという、そういう方向でという事ですけれども、町独自で太陽光発電、

バイオマス発電等、浜中町に適した発電で、自力で電力を賄うようなものも考えている

かなと思うのですけれども、政策に踏み切るべきだと思うのですが、これはいかがでし

ょうか。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 自力で電力を賄う政策に踏み切るべきではないか、という

御質問でございます。 

町独自でという部分で言いますと、将来的に国の施策の大きな転換ですとか、画期的

な技術の進歩等により今、再生可能エネルギーといいますか、自然エネルギーの利用可

能な、町村独自でも可能な時代が来るかも知れませんけれども、現時点では、再生可能

エネルギー、自然エネルギーにつきましては、不安定なということもありまして、浜中

町の電力を自力で直ぐ賄うというふうには、中々難しいと思いますし、また、発電所の

設置だとかにつきます、電気事業法の関係などでも非常に、大きな専門的な調査ですと

か、そういう資格を持った方ですとかがありますし、大きな投資も出てくると思います

ので、３月１１日の大震災前からも、この大震災があって、今俄かに、このエネルギー

問題話題になっておりますけれども、この震災以前からも省エネ対策という事で、自然

エネルギー、今再生可能エネルギーというような言い方をしておりますけども、浜中町

としては積極的に取り組んでいるところでございますし、今後も再生可能エネルギーの、

色んな場面での導入に積極的に、取り組んでいきたいと考えますので御理解いただきた

いと思います。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番(加藤弘二君） 今、課長から答弁あったように、今でも太陽光発電だとか、

農家中心にずっと進めておりますし、一般の町民にしても、もう少し求め安い価格、そ

れから、それを何処に建設するかという、自分の家敷地が狭くてという事もあるのです

が、そういう方向も是非見出してもらいたいし、それから浜中的なという事も、働いて

いる人方に力も借りて、是非、考え出していくようにしてもらいたいと思います。 

最後に、副町長に答弁をお願い致します。先程、私は脱原発宣言という事で、これは、

今直ぐという事ではなくて、そういう目標を持ちながら、日本から原発を１つ１つ無く
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していく。そして５年１０年先に無くなるような、それまでに地域で原発に代わるよう

なエネルギーを作っていくと、そういうことで進めるという事はいかがでしょうかとい

う事を、副町長の答弁として聞きたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 

○副町長（松本博君） ひとつ外国の例で申し上げますと、ドイツではエネルギー政策

というのは、２０１０年から１１年に大きく変化したのですけれども、その時２０１０

年のメルケル政権、今の政権ですけれども、前政権が決めていた脱原発路線、その時は

脱原発路線だったのですけれども、この事がなってから、急に原子力推進に路線を転換

しました。 

そして、その中でこの福島の日本で事故が起きて、その後、原発の委員会を含めて、

ドイツで行われた委員会の中で、脱原発の方向が出されたのですけれども、これでしっ

かりドイツの政策も、また１８０度転換して脱原発になったという事で、そして、また

１０年以内にその事をして行こうという方針を、ドイツの国は決めたという事でござい

ます。日本で起きた事故が、契機でドイツの国では脱原発だと。ただ、フランスでは逆

に更に推進していくのだという、２つの道があるのでしょうけども、そういう方向で今

外国でも行っていると思います。 

それと今回、野田政権が発足して、最初に記者会見で新たな原発は造らない、造るよ

うな状況ではないだろうという発言がありました。昨日も所信表明の演説の中でも、し

っかり、これからエネルギー政策については、２０３０年まで基本計画を白紙から見直

すという事を言っています。そしてまた、原発についての依存度を、可能な限り引き下

げていくという方向性を出しております。更に、それについては、しっかり国民の各層

の意見を聞いて決めていきたいという方向だと思います。ですから、日本でもやっぱり

大きく動いていると思います。 

また、北海道では昨日の北海道新聞では、自然エネルギー、再エネルギーについて積

極的に、全道の市町村の可能な量を算出して、今後再生エネルギーに対して支援して行

くという方向も出していく、そういう基本方針を作ったようであります。何れにしても、

この方針というのは当然、国がしっかり決めることですし、国民がそのことをしっかり、

その意見を反映していくのが筋だというふうに思っております。 

ただ、今回福島で起きた事故を見ますと、人間が造ったものでありながら、中々その

収束に向けて、人が行って直せるようなものでもない、そしてまた、将来その保管する
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のに凄い時間を要する、年数を要していかなければ半減しないということが、段々、今

回国民の中でも、福島の事故以来勉強してきて、凄いものだという事が分かってきたの

ではないかと思います。今の段階で国民の意向調査なんて聞くと、多分、間違いなく半

分以上は、脱原発の方にという意向が示されるのではないかというふうに思っておりま

す。そんな意味で、方向性としては、そういう方向に行くのではないかというふうに思

っているところであります。考え方は、見方はそういうふうに見ています。 

それから、エネルギーの関係の新再生エネルギーを含めて、浜中町的には、資源循環

型含めて色んな事をやっていますけれども、町独自でその太陽光の助成措置もしていま

すけれども、また、浜中農協では中山間地域で、直接支払で太陽光を、多くの太陽光発

電を始めましたし、それから浜中町では風車が動いていますし、別な法人でも動いてい

ます。それからすると、小さな町ですけれども、先進的な取り組みが組まれていて、そ

のことが確かに、それは再生エネルギーだとか、自然エネルギーの事でありますけれど

も、その切っ掛けになっているは、積極的にエネルギー作りをしているのは、的確にや

っているのは、この町ではないかなと思っています。 

そんな意味で、是非これからも、どんなエネルギーが出てくるか分かりませんけれど

も、今あるもの太陽も含めて、風も含めて、それからバイオを含めるとすれば、そのも

のは沢山、この町にあるなと思っています。そうなると、電力も発生する可能性も十分

にあるんだという、これを積極的に、これからのまちづくりの中で生かして行きたいと

いうふうに思っています。 

最後に脱原発、その事について、しっかり町として決めてはどうかという、お話があ

りましたけれども、時期的には、現在、私は職務代理の副町長でありますから、１０月

には町長選もありますし、その中でという事もありますけれども、ただ、これを町独自

で決めるのではなくて、やっぱり町民の意向、更には議会の意向を含めて、しっかり聞

いて、そして判断するのが新しい町長だと思っておりますので、そういう方向で行って

もらえればというふうに思っているところです。以上です。 

○議長（波岡玄智君） この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後１２時 ６分） 

(再開 午後 １時００分） 

○議長（波岡玄智君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。次の通告者。 
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２番石橋議員。 

○２番(石橋節男君） それでは質問いたします。 

まず、ＭＧロード、霧多布大橋間、約５キロの歩道の雑草駆除対策について、お尋ね

をいたします。現在、浜中町では町活性化の一環として、観光協会を中心に、観光客誘

致に鋭意努力をしているところでございます。それらの活動も功を奏し、リピーターも

大変多くなってきております。観光客の目的は、それぞれでありましょうが、大方の感

想としては、広大な牧草地でのんびり牛が草を食む様子には、とても心が和むようであ

ります。 

また、湿原センターからの眺望は、どこまでも続く湿原の広さと、洋上に浮かぶ島な

みが美しく、心が洗われると言われております。特に都会の雑踏から逃れてきた方には、

我町の景観は、まさに癒しの場を提供しているものと言っても過言ではないでしょう。

霧多布岬のキャンプ場も大変きれいに整備されて、高い人気があります。 

しかしながら、不評も受け賜っております。それは、湿原を横切るＭＧロードから霧

多布大橋までの約５キロ間の歩道の雑草繁茂であります。実際に走行してみますと、Ｍ

Ｇロードでは眺望を確保する為に、擬木柵を撤去したはずでありますが、場所によって

は、かつての柵よりも背の高い雑草が繁茂しているところがあります。眺望を遮ってお

ります。 

また、車道と歩道間の縁石付近から延びる雑草には、夜間運転時、それを野生動物と

見間違えて急ブレーキを踏んだ所もあると伺っております。このような状況では、景観

はもとより、交通安全の面からも大いに問題があります。ＭＧロードが町民に歓迎の心

が伝わるウエルカムロードになるような、そんな雑草駆除はできないものか。当該区間

の草刈りの状況は現在どうなっているのか、説明をお願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤佳信君） それではお答えいたします。 

ＭＧロードにつきましては、北海道が道路管理者である一般道道、琵琶瀬、茶内停車

場線のうち、霧多布湿原部分であります。ご質問の通り道路の路肩や、法面に繁茂する

草でありますが、近年、特に草丈が高くなってきているように感じられます。 

更には、エゾ鹿の道路横断や、路肩での採食する頭数も増加しており、車両の運転時

には交通安全上、特に注意が必要な状況となってきております。道道を管理しておりま

す、釧路建設管理部厚岸出張所、以前の釧路土木現業所厚岸出張所でございますけれど
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も、厚岸出張所管内の維持管理の草刈りの管理水準では、交通安全上の支障が生じる場

合に、市外地及び郊外地の通学路の草刈りは、１人で通学を始める小学１年生を想定し、

上半身が確認できる程度の草丈に、通学路を除く郊外地は、安全施設を確認できる程度

の草丈を目安に管理することとなっておりますが、地域の特記事項等として、通学路を

除く郊外地において観光に資する道路として、特に、重要な区間を市街地並みの管理を

行うとしております。 

以上のことから、町としては交通安全対策、景観を配慮しながら、随時、草刈りの要

望をしておりますし、町内のイベント開催に合わせて、特に草刈りの要望もしていると

ころでございます。 

また、ＭＧロードの道路整備についてのご質問の中で、ウエルカムロードというお話

もございましたけれども、歩道部分につきましては，私ども見ていますけれども、かな

り不陸等ありまして、傷みが進んでおります。そんな事から、道路管理者でございます

北海道に対し、歩道の全面改修について要望をしているところでございます。以上でご

ざいます。 

○議長（波岡玄智君） 石橋議員。 

○２番(石橋節男君） 道道の草刈りは、原則として年に１回と承っておりましたけれ

ども、担当課の努力により年に２回。それも春のうまいもん市、秋の岬まつりの開催前

に実施されているという事で、大変賢明な方法だと思います。 

しかしながら、観光客はこれらイベントだけに訪れる訳ではありませんし、草の伸び

も、その年の天候に左右されます。今後は、もう少しタイムリーに実施できないものか

お尋ねをしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤佳信君） ただいまの議員おっしゃったとおり、道道においては、

基本的に年１回という事になってございます。浜中町においては、先ほども、お話があ

りましたとおり、イベントに合わせてお願いをしております。今回も、岬まつりに合わ

せて実施をしております。それは、承知していると思います。 

草刈りにつきましては、なかなか予算の事もあるでしょうし、北海道、全体としての

考え方もあろうかと思いますけれども、なかなか回数の増というのは、難しいのが現状

でございますが、折に触れて、お願いをしていくということで考えております。以上で

ございます。 
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○議長（波岡玄智君） 石橋議員。 

○２番(石橋節男君） 私としては、その説明に納得いたしました。いずれにせよ快適

なドライブが出来るように、今後とも雑草駆除に引き続き、ご努力をお願いしたいと思

います。質問を終わります。 

○議長（波岡玄智君） ８番竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 通告に基づいて質問いたします。 

まず、浜中町の汚染稲わらの対応対策についてでございます。現在、浜中農協におい

て、出荷をしていない牛が残っておりますけれども、出荷をした１５頭のうち、釧路屠

畜で処分された牛が４頭、残りの１１頭は、東京あるいは青森で処分されているという

ことですが、１５頭のうち屠畜で処分された４頭については、肉の汚染度を調べて結果

が出て公表されておりますが、東京、青森等の出荷の牛についての結果は、どのように

なっておりますか。分かればお知らせ願いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） ただいまのご質問にお答えをしたいと思いますけれども、

１５頭販売されておりまして、４頭については釧路で屠畜され、１１頭については東京

都及び青森で屠畜されておりますが、この間、７頭分については判明をしております。

残りの４頭分については、私どもの方には、未だ調査中という事で正確な情報が入って

おりません。この７頭のうち東京、青森それぞれ２頭分ずつだというふうに記憶してい

るのですけれども、４頭から基準値内のセシウムが検出されておりますけれども、残り

については検出されておりません。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） そうしますと、これは多分、後も追及されると思うのですが、

追跡するという事になると思うのですが、それは公表される可能性というのはあるので

すか。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 定かではございませんけれども、結果が分かれば、公表さ

れるものと思っております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 結果が分かればという事は、分からない可能性もあるという事

なのでしょうか。もし、分からない可能性があるとしたら、トレーサビリティをやって
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いる訳ですから、どういうふうに流れているかというのは、分かるはずですね。販売に

全部回って、残って無いと言うことなのでしょうか。それとも、そうでないのでしょう

か。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 多分、今ご質問の頂いた後段の方だというふうに理解をし

ております。１７頭目が確認されてから、相当、時間を要しておりますので、恐らく既

に消費されて詳細が掴めないものかと、その様に思っておりますけれども、これも憶測

でありまして、定かではありませんので、いずれその辺の調査結果が出れば、また町の

方にも報告があるものと思っております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 判明している数値はどのぐらいの数値ですか。健康に問題がな

いと、一般に健康に問題がないというような言い方をしているのですけれども、色々、

食べ物ですから、どういう数値になっておりますか。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 基準値以内という事で、正確に数字は把握してございませ

ん。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 食品については５００ベクレルです。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） これは、肉の場合もベクレルを使うのですか。シーベルトじゃ

ないのですか。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） シーベルトは大気中と言いますか、そして取り込まれた部

分はベクレルという形で整理されております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 稲わらの暫定基準値というのは３００ベクレル。そして、浜中

で出たのが、その６倍の１，８００を超える、そういう数値だったというふうに、私は

記憶しているのですが、内部被ばくの場合は、シーベルトの単位ではなかったでしょう

か。もし間違っていたらすみません。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 
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○農林課長（箱石憲博君） 訂正をさせていただきます。今、議員おっしゃったように、

人に与える影響がシーベルトでございまして、出す方がベクレルでございます。以上で

す。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） そうしますと、今現在、残っている牛は３８頭居るわけですね。

１５頭データーがある訳ですから、その残留牛の措置の問題ですが、どういうふうにな

っているのか。出してはいけない、出荷は控えなきゃいけないとなっているのか。 

あるいは、出荷は良いですよと、出荷した場合は勿論、調べられると思うのですが、

ただ私が問題にするのは死んだり、あるいは生体の生きたままレンダリングに出す場合、

どうするのかという問題が残ると思うんですね。肉に出す場合は、ちゃんとした肉の処

理場に入って、ちゃんと検査もされると思うのです。一般流通する訳ですから、問題が

なければ、その数値も公表されるというふうになると思うのですが、死んだりあるいは

病気で肉にならないと、それはレンダリングに出すという事の場合、どういう指導がさ

れていますか。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 現在、いわゆる肉牛として飼育されておりますのは、ご案

内のとおり、農協の育成牧場さんのみでありまして、現在の残っている牛は３７頭でご

ざいます。この汚染された稲わらを給与された牛が、当時５３頭、その内１５頭は出荷

されておりますので、残り３８頭ですけれども、５月に実は１頭死亡されておりまして、

これは、この汚染稲わらが発生する以前の話でございましたので、通常どおり北海ケミ

カルで処分されております。 

したがいまして、現在３７頭の牛が飼育されております。今後につきましては、農協

さんの方のお話をお伺いしたところ、北海道からの指導もございまして、屠畜した場合

については、当然検査をするという、それ以外は移動禁止という事になっております。

以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 移動禁止ということは、死んだ牛は何処に搬入するのですか。

売れるのですか。どういうふうに処分するのですか。 

それから１頭については、５月という事で、それは汚染稲わらを与えてはいない牛だ

という解釈ですね。そういう事ですね。１頭死んでいるんでしょ。１頭５月に死んで、
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それはレンダリングに出したと、何処に出したんですか。何処で処分をしたのですか。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 先ほど申し上げましたけれども、汚染の稲わらを給与され

た牛は５３頭で、そのうち１５頭が販売されまして、残り３８頭でございますけれども、

５月の日にちは定かでございませんが、５月に１頭死亡いたしまして、これは北海ケミ

カルで従前の処理をされております。そして残り３７頭を飼育されているという状況で

ございます。 

また、これが万が一、そういった死んだ牛とかが発生した場合ですけれども、これら

については、今、北海道の方とも協議はしているのですけれども、取りあえず、こうい

う処分にしてという事は、まだ指導といいますか、なされておりません。一応、死亡す

るというのは前提になくて、現在、生きている３７頭の飼育されている牛については、

従前どおり飼育をして、適当な時期に屠畜した場合については、検査を必ず受けなさい

と、それ以外は移動禁止ですから、自分のところで飼育を続けなさいといいますか、そ

ういう形で指導を受けています。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） ５月に処分された部分については、まだ稲わらの問題は出てな

かったという事で、へい獣処理場に入って処分されたということですね。そうすると、

稲わらは食べた、食べないという問題は解らないと言う事ですか。まるっきり食べてい

ないという事になるのですか。そこをはっきりしてください。稲わらを食べた牛が５３

頭居て１５頭は出荷したと、５３頭なんだけれども、１頭は死んだからレンダリングに

持っていったと。その１頭は稲わらを食べたのか、食べていないのかという事を私は聞

いているのです。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 先ほどから、これで３度目の答弁になりますけれども、稲

わらを給与された牛は５３頭と申し上げております。１５頭が販売されましので、残り

３８頭のうち、５月に１頭亡くなったと申し上げております。 

これについては、この汚染稲わらが発生する前のお話でございますので、従前どおり

北海ケミカルで処理されております。と申し上げておりますので、御理解いただきたい

と思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 
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○８番(竹内健児君） そうすると、食べているか食べてないかの問題ではないという

事なのですか。どういう事ですか。食べていたんでしょ。５３頭の内に入っていたんで

しょう。この１頭は。それが死んだから処分したんでしょう。処分されたら… 

○議長（波岡玄智君） 暫時中止します。 

（中止 午後 １時２０分） 

(再開 午後 １時２１分） 

○議長（波岡玄智君） 会議を再開いたします。 

竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 食べているのであれば、このレンダリングに出されたら、レン

ダリングでどう処分されたかというのが必要になるのでしょう。レンダリングで処分さ

れている訳ですから、レンダリングというのは、小動物だとかの、そういう餌になる訳

ですよ。あるいは、骨粉にしたりする訳ですよ。 

そしたら、食べた牛がそこで処分されて、そういう所に出回っているという事になる

から私は聞いているのです。そういうことはなかったのですか。もし焼却処分されてい

るということであれば、その灰はどう処分したかというのは問題にならないですか。 

だから食べているのであれば、それなりの処分の仕方が、あるだろうという事を私は

聞いているのです。レンダリングに出せば、もうそれで終わりじゃないですよ。ＢＳＥ

だって、ちゃんと検査してＯＫだという事もやる訳ですから、私はもうちょっと話を進

めますけれども、レンダリングに実は、こういう場合はどうするのですかと、私、獣医

ですけれども死んだ牛だとか、あるいは生きた牛で、どうしても出さなきゃならないと、

肉にならないというような場合は、どうしているのですかと言ったら、前もって言って

くださいと。そして受入られるかどうかは、振興局なり道と話をして対応します、とこ

ういうお話であります。 

だから、それはこれからの問題として３７頭残っている訳ですから、３７頭の処分と

いうのは、これから問題になる訳ですよ。死んだ場合も生きたまま出す場合も、レンダ

リングに出す場合、これはレンダリングの所で受入られたら、それはちゃんとした処分

をしなきゃならないのですから、道の指導を得ながらやりますという事になるし、当面

は受けられませんと言っていました。直ぐは受けられませんということを言っていまし

たけれども、それを聞いているのです。だから、この５月に死んだ１頭というのは、私

はどういうふうに処分されたのだろうかという事を聞いているんです。レンダリングに
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出したという事は分かりましたよ。それ以上の事は指導されていないという事でしょう

か。それは、それなりにそうであったら良いですけれども。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） ５月に死亡した牛については、北海ケミカルさんに引取っ

てもらったのですけれども、その後の処理動向については把握してございません。 

また、北海道の方の指導からも、その部分の調査等々は伺っておりませんので、そう

いう状況でございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） どうして私こういうことを言うかというと、まだ残って居るん

ですよね。３７頭稲わらを食べた牛が。そうすると、この稲わらを食べた牛は、普通の

屠殺場に行けば、これは肉を全部調べてくれる。しかし、レンダリングには、そういう

調べる機械がないのです残念ながら今。そういうふうに答えておりましたけれども、そ

したら、どうするのですかと言ったら、基本的には受入を待ってもらうというふうに言

っておりました。道の指示を得て、どうしても引受なきゃいけなければ、それなりの処

置はします、という事だったんですね。 

そういう点では、この風評被害というのは、やっぱり起きた時点を全部明らかにして

いかないと、風評被害というのはなくならないと思うのですね。そういう意味で私は、

この問題はこれからも起きてくる問題なんですよ、というのは、中々病名は付けられな

い牛だっているんですね。これを出したいと、この牛ちょっと病名は付けられないのだ

けれども、どうしたんだい。もう飼育するのに太らないから出したいと。汚染の稲わら

を食べていますと。ちょっと待って私、防疫員としては、それは引受けられませんと。

私は診断書を書く場合、汚染された稲わらを食べた牛だという事を書かないと、私は指

示書出せません、という話をしたんですね。 

そしたら、それは間違って、出すつもりではなかったんだという事が後で判明したと

いうような、実例がある訳ですね。もし聞かなかったら、そのまま通ってしまう。それ

で追跡調査されるでしょやっぱり。残った牛は、死んだ牛がどう処分されたかという、

分からないうちに処分されていたら、これは大きな問題になるから、私は聞きたかった

のです。そういう点で、まず何故セシウムに汚染された稲わらが問題になるかという事

なのです。それは、どういうふうに風評被害との関係で押さえておりますか。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 
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○農林課長（箱石憲博君） 議長にお願いを申し上げます。今のご質問を私ちょっと理

解できませんので、もう一度お願いしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 一時中止いたします。 

（中止 午後 １時２７分） 

（再開 午後 １時２８分） 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） セシウムに汚染された稲わらを給与された肉牛が、食肉と

して出回るその事によって、いわゆる放射能汚染された牛肉という形で風評被害が起こ

っていると、この風評被害が起こったのは、どういう事かというご質問だというふうに

理解をいたしましたけれども、ひとつ町内的に見ますと、実は７月１９日に、いわゆる

セシウムに汚染された稲わらを食べた牛から、セシウムが検出されたという事で、７月

１９日に北海道より緊急実態調査の指示がございまして、その祭、浜中町のいわゆる育

成専門にやっている農家さん、また育成牧場さんに稲わらの使用状況を確認したところ、

育成牧場さんで給与していたということを初めて知ったところであります。 

それと同時に、翌々日の２１日には、釧路振興局より担当の方が直ぐ現地に入りまし

て、稲わらのサンプルを収集し、結果７月２２日の午後ですけれども、北海道よりセシ

ウムが検出された旨の報道発表があったところであります。これを受けて北海道は直ち

に、疑いのある製品となった肉でございますけれども、店頭販売は避けるようにという

事で、主に農協さんで売られていた訳でありますけれども、農協さんの方も早々に、こ

の肉を撤去いたしまして、以後、販売をしてございません。その間、肉については１０

８ベクレルという事で、基準値を下回っているという事が判明した訳でごいざいますけ

れども、やはり今、御質問があったような状況から当分の間、販売は差控えたいという

のが農協さんの考え方であります。国内的に見ますと、やはり放射能の有害性について

は、一般的に認識されていると思います。 

しかし、あの大震災の影響を受けて、福島県の原子力発電所が被災し、放射能漏れが

起こり、報道関係者は昼夜問わず放射能の危険性を報道してきたところであります。そ

の後、原子力発電所から半径２０キロ地区の避難勧告が出されまして、専門家や研究者

の放射能に対する様々な発言もございました。同時に周辺の農漁業や産業全体に対する

影響が懸念される中で、特に農畜産物に対して、放射能の影響が大きめの報道が更にあ

りました。食の安心安全を求める消費者が増えて来ている今日、実際に基準値を超える
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セシウムが検出される等、一般消費者に更に不安を与えた事により、結果として健康や

子供の成長を心配された消費者が放射能汚染が懸念される農畜産物を敬遠したと、その

ように理解をしているとこであります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 子供に影響があるという事で、セシウムというのは体に内部被

ばく、これが大きな問題になっているという事があるんですね。セシウムの１３７とい

うのはチェルノブイリの強制移住基準地区、これの場合は１，４８０ベクレル１㎡当た

り。 

それから、飯館村の曲田地区というのですか、曲田地区では１㎡、２，２００ベクレ

ル。チェルノブイリより多い訳ですね。それが稲わらについて入ってくるということで

すから、浜中町で食べさせたやつも１，８００幾らだということですね。６倍ぐらいで

すか。３００ベクレルのね。そういうことで、それが体の中に肉を食べて入ってくる、

あるいは野菜を食べて入ってくるという事になりますと、どういう影響があるかという

ことですね。加藤議員の質問の時に言われていましたけれども、大人と子どもは違うん

だと。それは、子供は非常にダメージが大きいんだということですね。ＤＮＡという遺

伝子の部分を壊す、そういう傷つけるベーター線ですか、ベーター線を出すから、これ

が問題だと言われているんですね。 

だから、乱発性の癌になるという事が、かなり時間が経たないと分からないと。何年

も経たないと分からないと、そういうことが言われている。食べ物にかかわる問題です

から、風評被害というのは非常に大きいんだと言うことになるかと思います。 

そういうふうに見ますと、セシウムの問題というのは、非常に大きな問題を持ってい

るのではないかなと。この問題が起きて、私も農協の幹部の方と色々とお話をさせてい

ただきました。直ぐ対応したというのは、非常に早かったと思いますね。風評被害があ

るし、全て明らかにするんだと。それが風評被害を止める１つの手段だと、一番の早道

だという事を言っておられまして、これから今、道庁に行かなければならないという話

もされておりました。 

非常に忙しい中でお話を聞いたのですが、そういう点では、やっぱり対応は早かった

というふうに思うのですけれども、私は、これからの問題として、このセシウムという

ものを、ただ風評被害という形で抑えるんじゃなくて、どれだけの影響を及ぼすかとい

う基本的な事を抑えて、話をしていく必要があるのでないかなと、残された３７頭、そ
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れから現在残っている稲わらの処置、牛については、今さっきお聞きしましたからいい

ですけれど、汚染された稲わらは、今現在どういうふうにされていますか。管理はどう

なっていますか。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 汚染された稲わらの保管の関係でございますけれども、約

４トンぐらい残ってございます。これについては先ほど来、申し上げているように７月

の実態調があった以降、他の物と隔離して出来るだけ外気に触れないように、Ｄ型ハウ

スの中で保管をしております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 現場を見て来られましたか。どういう状態だったんですか。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） Ｄ型ハウスは、結構年数が経ったものでございますけれど

も、前後の入口というのですか、そこに風が行ったり来たりしないように、ビニールシ

ートで、きちんと固定して戸代わりにビニールシートを張ってといいますか、そういう

形で保管してございました。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 非常に不完全だと私は見みてきたんですね。稲わらのロール、

何も巻いていない、ただロールで、多分私の記憶だと保管する時はシートを被せなさい

と。そして外気に当てないように保管しなさいと立入り禁止です。こういう多分、指導

がされているじゃないかと思うのですが、私の目から見たらシートも被せていないし、

前に立入り禁止という札はありますね。そういう事はやられているのですけれども、何

故そのシートを被せればということなんですね。アルファー線というのは、紙１枚で食

い止められる、壁ひとつあれば食い止められる。ベーター線というのは、もうひとつ壁

がないと遮蔽物がないと食い止められないと。 

それから、ガンマ線というのは、もっとなまりの遮蔽物がないと食い止められないと

いうような放射線ですね。だから、このセシウムというのはベーター線ですから、ただ

剥きだしでは駄目だよと、ブルーシートを掛けなさいという指導は、多分されていると

思うのですが、そういう状態に残念ながらなっていなかったので、これは行政としても

指導監督する立場ですから、これからちゃんと対応はしていただきたいと思うし、入り

口にブルーシートが掛けられていましたが、破れて少し開いているんですよ。こういう
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のも、きちんと対応するという事が、私は必要だというふうに思います。これはお願い

ですので、完全なやり方ではないのではないかという事をちょっと厳しく。 

それでは、残された牛のし尿処理はどういうふうにされていますか。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 稲わらの保管状況の関係でございますけれども、ロールの

稲わらを、そのまま保管する場合にはシートを掛けるという指導です。 

ですが、今回はＤ型ハウスに納めているという事で、言わばシートを掛けているのと

同じ状況というふうに判断をしておりますし、この一部シートが破けているというお話

もございましたけれども、私が見に行った時には破れてはおりません。私の手が入りま

したから、多少の全く密閉されているという状況ではありませんでしたけれども、一応、

北海道の方とも、こういう形でＯＫですよということで、許可もらっておりましたので、

それ以上のことは考えておりませんでした。その点だけ訂正をしていきたいというふう

に思います。 

また、糞尿の関係でございますけども、これについても、検査を一応しておりまして、

糞尿についても基準値以下の検査結果が出されております。農協さんとしても、段々量

が溜まってきますから、いち早く処分したい訳でございますけれども、これについては、

国の方針がまだ出されていないという事から、他の糞尿堆肥と分けておきなさいという

指導でございまして、現在の育成牧場さんにございます１，０８９立米収容できる堆肥

化の方に保管をしてございます。他の物とは区別して保管している状況でございます。 

 以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 堆肥化することだとか、あるいはし尿を処理することだとか、

これから課題があると思うんですね。中々、そこの辺りが振興局あたりからの指導がき

ちんと出てきていないんじゃないかなと思うんです。それから処分の問題にしても、地

方の行政の方では、自治体の方には伝わって来ないと。 

多分、頭越しと言ったら言い方が悪いのですけれども、振興局と直に指導を受けてい

るんじゃないかなと思うのですけれども、やっぱり地元の自治体がきちんと、それは把

握しながら協力してやっていくことが、必要かなというふうに思いますね。是非、その

事は、これから強力な体制を取ってやっていただきたいと。農協だとか共済組合という

のは、道だとか自治体が指導監督する、そういう義務を持つ訳でしょう。そういう点で
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は私、是非、臆することなく言っていただきたいなと。 

今の状態は、やっぱりよろしくない状態だというふうに認識しましたので、これは私

の見た目ですから、また別な見方もあるかと思いますけれども、是非そういう点での指

導をお願いしたいというふうに思います。 

それから次に、プルサーマルという問題に入りたいと思うのですが、今非常に大きな

問題として、泊原発の３号機、これをプルサーマル導入計画が容認されたというような

ことで大きな問題になって、そして今度の福島の原発の問題で更に、この問題がやらせ

と絡まって大きな問題とされているのですが、このプルサーマルというのは、そもそも

どういう内容なのか。簡潔に解れば教えて頂きたいというふうに思うのです。セシウム

との問題も絡みますので、どういう原発の燃料なのか、どういう方式なんだということ

をお答え願いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） ただ今のプルサーマル関係のご質問ですが、その前に先ほ

どの御質問中で、決して北海道と農協さんだけが通でやっている訳ではございません。

必ず町もその中に入って現場も立ち会い、道の指導の下に、農協とも連絡を取り合って

対応しておりますので、その点、誤解のないように、ひとつよろしくお願いしたいと思

います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 泊原発並びに、この度の３月１１日の福島第一原発３号機

でもそうですけども、プルサーマル発電といいますか、そういう発電をしております。

プルサーマルの概要という事で、私ども専門的には良く解りませんが、概略を申します

と、原子力発電は、そもそも最初、ウランを燃料として使って発電する訳ですけれども、

そのウランが発電の過程で、プルトニウムという自然界には無いものが検出されます。

このプルトニウムを、元々自然界にあるウランと混ぜ合わせて、モックス燃料といいま

すか、この表現をしておりますけれども、この燃料を使って再び、その原子力発電所で

使用するということを、プルサーマル計画という、本当に概略でしか調べておりません

が、そういうことで一度使ったウランの中から、プルトニウムというものが出来上がっ

て、それを尚かつ再処理してウランと混ぜ合わせて、別なモックス燃料という形にして、

更に原子力発電所で燃料として使うという、それをプルサーマル計画というふうに理解

しております。以上でございます。 



 40

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） ウランは自然界には存在しないというふうに、私は理解してい

るのですが、自然界にはウランはない。これは、そういうふうに私は理解しているので

すが、ちょっと調べてください。これは使用済み核燃料、再処理して今言われたように、

プルトニウムとウランを混ぜ合わせた酸化物だと。モックス燃料と言われているんです

ね。 

これがプルサーマルという言い方をされているのですが、プルトニウムとサーマルリ

アクターと、これが一緒になって造語ですね。それがプルトニウムのモックスの燃料の

内容とプルサーマルの内容ですが、これはプルトニウムというのは、アルファー線、ア

ルファー波を出すんですね。骨をかなり被ばくするというような内容だから、これが再

燃料を利用して、そしてフランスで今事故が起きたんですけれども、あそこだとかイギ

リスで再処理されて日本に入ってくると。日本から核燃料の廃棄物を持ち出して、そし

て向こうで処理して持って帰るという形です。これは１８４ｃｍの高さ、直径４３ｃｍ

で重さが５００ｋｇ死の灰を固めている物がね、それを送って向こうで処理して帰って

くるという事ですから、この表面の放射能というのは、どのぐらいかと言うと１，５０

０シーベルトというふうに言われています。 

これは２０秒だけ、それを浴びちゃうと即死するというようなものなんですね。それ

が今、あの３号機で使う計画になっているという事だと思うのです。プルサーマルとい

うのは、そういう内容だというのは私は理解しているのですが、死の灰というのは広島

の原爆の３個分が１日に死の灰を出す。原発から１年にしたら、原爆の１，０００個分

に値する日本では、これは処理というか貯蔵できないような状態があるのです。六ヶ所

村では１８回も延期しているのですね。処理出来ないような状態が続いているというの

です。こういうものを北海道、この大自然、しかも第一次産業が盛んなところに置いて

やるというのは、かなり私は大きな問題を抱えると思うのですが、そういう点で、この

プルサーマル、これを即刻辞めていただきたいというふうに、知事に要請するつもりは、

浜中町として、浜中町の首長としてそういうつもりが、あるのかないのか、お聞きした

いのですが。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 先ほどのウランと、プルトニウムの関係ですけれども、本

当に専門的には良く分からないのですけれども、基本的に天然ウランという２３８とか、
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２３２とかという天然ウランがあって、それを処理して核分裂を出来るウランに、再処

理して、そのウランにも色んな何種類かがありまして、基本的には初めは天然的なウラ

ンを使って、それを原料として原子力発電所で使い、その原子力発電所で使った残りの

中に、天然にはないプルトニウムが発生するという、そして、そのプルトニウムを色ん

な処理をして使えるようにして、プルサーマル発電に使うという簡単な流れでございま

す。 

ただ今のご質問、撤回ですとか、営業停止につきましてのご質問でございます。確か

に、この度の３月１１日、福島第１原子力発電所の事故を踏まえまして、北海道各市町

村ですけれども、６月２８日北海道の市町村会、それから町村会連名で北海道知事に対

しまして、今ご質問の撤回とか停止という事ではないのですけれども、今まで以上の安

全性の確保を求めておりますし、併せてこの地域、北海道に適した自然エネルギー、先

ほどの再生可能エネルギーの積極的に活用できる仕組みを構築することと、それと併せ

て３点目として大間原発、函館に近い青森の大間原子力発電所が今計画しております。

その３点につきまして、申し入れをしているところでございます。 

それで、浜中町として、こういう撤回ですとか、営業停止の申し入れをということで

ございますけれども、この先ほど言いました、北海道町村会で知事に申し入れした事も

ありますし、更にやらせ問題等の関係もありまして、今後、国・道の施策が変わってい

くといいますか、進展を見ながら対応を考えていきたいと考えておりますので、御理解

いただきたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 何故そういう事を言いますかというと、やっぱりやらせの問題

というのが全国的にも今問題になっている。特に北海道の場合、泊原発の場合は道も、

それから国のシンポジウムも、やらせが発覚したということですね。これは北電の方で

陳謝したというそういう事ですね。これはどういう事かというと、判断を誤らせるそう

いうやらせがあったという事な訳ですよ。道民の命を守るべき状況の中で、こういうこ

とは絶対に許されないと、強く抗議する必要が私はあると思うのです。 

私が、何故そういう事をいうかと言うと、今回は稲わらの問題、浜中町で発生してい

るという、これは浜中町が悪い訳じゃないですよ。被害者ですからね。それから、やら

せの問題が発覚したと、そうすれば当然、このプルサーマルの導入は止めるべきではな

いかというのが、普通考えれば当たり前のことじゃないかなというふうに思いますし、
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それから今、営業運転を再開すると、容認するということを知事が言われたのですが、

最近ちょっと、ぐらついているところもあるのですが、そういう場合に、やっぱり自治

体として、この第一産業を抱えている、海も山も抱えている自然豊かな浜中から、これ

は駄目だよと、こんな地震大国北海道で、こういうものを取り入れるのは止めるべきだ

という事を、私は町民の立場からも、やるべきではないかという事を思うのですが、全

体の状況を見ながらという状況では無いと思うのです。その点はいかがですか。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 今のお話し、確かに状況を見ながらという事も、無いので

はないですかというご意見ですけれども、確かに、現実的に北海道町村会、市町村会で

停止してくださいという、撤回ではなくて安全性をもっと強化してくださいという申し

入れをした訳ですけども、一部、道内の町ではなくて議会ですけども、議会で確かに３

号機のプルサーマル計画の撤回と、それから廃炉など道内の泊原発の近くの町村の議会

ですけれども、議会から具体的にそういう意見書が出されているのも事実でございます。 

ただ、この後、やらせ問題等で、今議員おっしゃったように道の対応も変化が見られ

ておりますし、そういった部分を見ながら管内、それから町村会、道内連携した形での

対応も必要かと存じますので、先ほど言ったように、今後の展開といいますか、進展を

見ながら判断していきたいという問題だというふうに考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 私は、そういう甘い考え方では、まずいのではないかなという

ふうに思いますけれども、更に色んな事が明らかになってきていますね。 

この献金の問題を今出されている。北電の役員から献金がされている、道知事に対し

てね。こういう問題だとか、それから泊原発の関連交付金、あるいは税収というのがあ

るのですが、この泊村、共和町、岩内町、神恵内村この４町に９５９億円つぎ込まれて

ということですね。最近は、この４町に対して色んなアンケート調査をしたところ、こ

の４町の首長さん反対だと。もうこんなものがあったら困るという事を表明しておりま

す。 

それから、原発をめぐる世論調査でも３月１１日以降、道民の意識というのは激変し

ているという状況が報道されていますね。そういうところから見れば、６月の道新です

けども、これは廃炉にすべきというのが全国では８２％、道内では６０％。原発の付近
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４町村では７８％、お金を貰っている町村が、もうこれ以上駄目だというのが７８％に

達しているという事ですね。これだけ意識の変化が起きていると。 

それから、後志管内の１市１３町６村、これの市町村長が脱原発の表明をしてきてい

ると言うことです。そうすると９月１０日の共同通信社の全国の首長さん、ここでは原

発新増設反対と、これは６６％。それから国の事故対策、評価せず、これが８８％。 

それから、この全国首長調査に浜中町は調査されているんですか。アンケート調査み

たいなのがあったと思うのですが、それはされているのですか。もしされているとした

ら、どういう回答をされましたか。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） そのアンケート調査につきましては、ちょっと今、記憶し

ておりませんので申し訳ございません。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） そうすると、浜中にはされていないという事になるかと思うの

ですが、これだけ変化をしているという点では、日本国民全体が、やっぱり命の問題と

して、非常に関心が高いし、今まで原発を控えていた近隣の首長でさえ、もう大変なこ

とだというふうになっているんですね。飯館村の村長さんは、帯広畜産大学の獣医出身

なんですね。もう凄く苦労されている訳ですよ。あの牛がバタバタと倒れて餓死してい

くと、見るに堪えないということを言われているのです。こういう状況の中に今、日本

列島が置かれている。５４基もあると、しかも活断層がたくさんある、そういうところ

に造られていると。 

フランスで事故があったのだけれども、あそこは地震が殆どない所だそうです。それ

でも今度の問題では、考えなきゃならないというふうに変わってきていると。ドイツが

そうだという事だと思うのですが、もう１点は全体にあるのは、それでも原発は安いん

じゃないかと、コストが安く済むという事が言われているんですね。決してそうではな

いと、今言ったように再処理をしてモックス燃料を入れるということ。 

あるいは事故が起こったら、この補償について、どれだけお金が掛かるか言うことか

ら見たら、決して安いものじゃない。これはある試算があるんですね。発電のコストの

それを見たら、東電が出しているコストの計算と、学者が出している計算とえらい偉い

がある。それは今言ったように、再処理燃料のコストを入れていない。入れているか、

入れていないかの違いがここで出てくるんです。 
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だから、例えば原発のコストが１キロワット、１時間当たり１０．６８円だと。とこ

ろが火力発電では、石油を使う訳ですが９円９０銭だと。それから水力は７円２６銭だ

と。それから、一般水力は３円９６銭というふうに出ているんですね。 

だから、私たちが今までずっと言われてきた事が、まるっきり違う。そうではなかっ

たということが、今だんだん明らかになっている。そうすれば当然、現在あるこの地球

にある自然エネルギーを使った、本当に環境に優しいそういう電力を使うと。そういう

方向に、私はなると思うのですね。そうすれば、今言ったように、当然、東電に対して

も知事の権限で中止したり、あるいは脱原発の方向をとるというふうに、私はならざる

を得ないじゃないかなと、いうふうに思うんですね。だから周りを見て、自分のスタン

スを決めるという方法も、確かに１つの方法だと思います。 

しかし、命を守っていくという観点、あるいは動物の命を守っていく、海を守ってい

く、自然を守っていくという事からすれば、それは躊躇することは無いのではないかと

いうふうに思う訳です。未来の子供たちに残すのだというのであれば、私は今やらなけ

ればならないんじゃないかと思うのですが、その点は、副町長どういうふうにお考えで

すか。 

やっぱり執行者としての立場を、明確にしていただきたいというふうに思いますね。

道知事に営業運転再開を撤回するという事と、プルサーマル計画を中止するという要請

をするつもりがあるかどうかという事を、この点について、お伺いしたいというふうに

思います。 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 

○副町長(松本博君） まず流れとしては、その前に知事は承諾を、去年ですか、して

いる事はしているんです。承諾という意味では。ただ、この流れは議員も言われていま

したけれども、３月１１日以降、世界も含めて日本も含めて、大きく変わってきている

というふうに思っております。 

先日、新聞報道で見ましたけれども、福島県では当然、県の復興ビジョンを作った段

階で明確に県の知事は脱原発を表明しました。その中で、これから造ろうとしている浪

江小高原子力発電所の関係する町村でありますけども、そこの浪江町というのが、今ま

で、その電源立地等初期対策交付金というのを、今まで貰っていたそうでありますけれ

ども、それは知事が、県がそういうビジョンを作った以上、町として、その公金を受け

取るべきでないという考えを表明して、それを拒否して金額は７，８００万円と大きな
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金額でありますけれども書いてありました。 

なお、その時に南相馬市もその受け取りを拒否しているという事で、本当にこの災害

のあったところ、そして一番苦しんでいる所では、その方向に動いているという状況だ

と、今回ご質問の泊原発のことで集中されていますけれども、決して泊原発を造る時に、

浜中町に造っていいかと聞かれたこともありませんし、また、交付金をやるという事も

聞いたこともありませんし、くれるとも言われていませんけれども、この流れの中で今、

東北で苦しんでいる所を、いつもテレビの報道を見ていて、これで良いのかというのは、

全国民が一番道民も含めて理解してきたとそう思っています。 

それと青森に造っている大間だってそうですよね。県違いますから、今その事だって、

何十キロ、５０キロと言ったら、もう北海道に渡ってきますから、当然そのことが今、

道民の中でも、考え方が変わってきているんだろうと思います。 

ただ、先ほど議員もおっしゃいましたけれども、北海道の知事が、どうスタンスを取

るかというのは、これから大きく変わってくると思います。そういう意味で道内の市町

村が、どういう意向を示すか、これからどんどん町村会を通じて、そんな意向が集めら

れてくると思います。今までは泊原発でいうと、関係する町村の意向しか聞いていなか

ったと思います。今度は当然、そこから離れたもっと広いとこで、しっかり聞く事もあ

るでしょうし４００～５００キロも離れている、ここの浜中町、釧路管内、根室管内も

含めて、その意向を含めて聞いてくると、そういう意味で、これからしっかりその事に

ついては、お話をし、するべきだと思っていますし、しないといけないと思っておりま

す。 

今の流れとしては、そういう状況にあるのだと思っております。是非、その事も含め

て、ただ首長が判断するのではなくて、先ほどの加藤議員の時の答弁と重なりますけれ

ども、町民の意見、そしてまた町議会の意向を含めて、しっかりその事を含めて、出さ

ざるを得ないと思っております。それが早いのか遅いのか、今は決して早い、遅いの状

況ではなくて、今やらなきゃプルサーマルが、走ってしまうという時期でもあるのかも

分かりませんけれども、これはそう簡単には進まないのではないかというふうに、今、

思っているところであります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 是非、率先して声を上げて頂きたいという事ですが、何故その

原発が駄目なのかという事ですが、ひとつは事故がない、起こらないという原発はない
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訳ですよね。それともう１つは、処理方法も見つからないと、事故が起きた時にね。そ

ういう状況なんです。死の灰を子孫に残して良いのかという問題なんです。処理できな

い状態が、今日本で起こっているという事をみれば、これはなるべく早く止めるべきだ

と、日本列島から無くすべきだというふうに私は思うので、その事を申し伝えたいとい

うふうに思います。 

それで、次の問題に入りたいと思うのですが、２番目の問題は、釧路の国際バルク戦

略港湾の構想についてに入りたいと思うのですが、これは、つい最近穀物の考案として

釧路市が選定された。それは他には、鹿島だとか名古屋だとか水島だとか志布志、ここ

が挙げられて選定されたという事なのですが、これは穀物輸入港としての、機能を果た

すという事が挙げられていて、平成１５年度までに水深１４ｍ、あるいは２０年までに

水深１６ｍぐらいにして行きたいという事のようです。この目的は、どういう目的なの

か分かれば教えていただきたいのと、この構想に参画している企業名、これが分かれば

教えていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） ただ今の、釧路国際バルク戦略港湾の関係の御質問でござ

いますけども、港湾と言いながらも、御質問の内容が穀物とか酪農に関係するものとし

て、私の方からお答えさせていただきたいと思います。ご案内のとおり釧路港湾、いわ

ゆる日本の重要港湾の１つでございまして、道東の経済の拠点的な大きな役割を担った

港であります。 

これは、昨年６月に閣議決定されました国の新成長戦略、これに基づいて閣議決定さ

れているところでありまして、この釧路港湾の整備に係る部分で先般、釧路市議会にお

いても、一部議論がされているようであります。この戦略構想に関して、特に私ども町

村に、特別意見の徴集とかあるいは構成への参加と言ったような話は、なかったという

ふうに思っております。 

また、必要性というか目的といいますか、ご案内のとおり現在、この穀物いわゆるト

ウモロコシが主体でございますけれども、日本は現在１，６００トンぐらい輸入してい

るそうであります。この殆どがアメリカからの輸入でございまして、パナマ運河を通過

した船が日本に大量輸送していると。昨今、このパナマ運河の改築と言いますか、これ

に伴って、輸送船の大型化が計画されているという部分と、実は中国が第２位のトウモ

ロコシの輸出国だそうであります。 
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しかし、この中国が経済成長を伴って現在輸出しておりません。逆に数年のうちに、

輸入する側に転じるのではないかというふうに報道されておりまして、もしそういう状

況になりますと、大きな船が入れる港へ穀物が輸出されると。そういった事も考えられ

るひとつで、今回、何としても日本の経済、あるいは北海道にとっても重要な、この穀

物の輸入を輸出国から間近な釧路港で受け入れたいと、そのような事から、こういった

構想が立ち上げられたというふうにお聞きをしております。この詳細については、先ほ

ど申し上げたように、町村の意向等々、聞かれてございませんので、把握はしておりま

せん。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） そうしますと、この構想にかかわっている協議会のメンバー、

これは分かりませんか。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 大変失礼しました。この協議会の構成委員でございますけ

れども、大きく分けまして、ユーザー委員として９名、関連港湾委員として５名、関係

行政機関から１２名の２６名で構成をされております。 

また、ユーザー側委員９名につきましては、団体名、機関名のみ申し上げたいと思い

ますが、釧路貿易振興会、釧路港湾協会、道東飼料株式会社、釧路飼料株式会社、全国

酪農飼料株式会社釧路工場、ホクレンくみあい飼料（株）釧路西港工場、釧路地区農業

協同組合会長会、根室管内農業協同組合会長会、釧路西港開発埠頭株式会社この９団体、

機関がユーザーの９名でございます。連携港湾関係として、苫小牧港湾管理組合、宮城

県土木部港湾課、全国農業協同組合連合会畜産生産部航運課、全農サイロ株式会社、釧

路水先人会、この５つが連携港湾関係として委員に入ってございます。 

関連行政機関といたしましては、国土交通省北海道開発局港湾空港部港湾計画課、同

じく釧路開発建設部、第一管区海上保安部釧路海上保安部、函館税関釧路税関支署、小

樽検疫所釧路出張所、横浜植物防疫所札幌支所釧路出張所、北海道総合政策部地域づく

り支援局、北海道建設部航空港湾局物流港湾課、北海道農政部農政課、北海道釧路総合

振興局、釧路市、釧路市水産港湾航空部、以上の１２機関でございます。合わせまして

２６委員で構成されております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） そうしますと、この構想に浜中町として、どういう意見を持っ
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ておられますか。考え方を持っておられますか。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 浜中町として、どういう意見を持っておられるかという、

ご質問でございますけれども、先ほど申し上げましたように、当初交渉の中で、浜中町

ばかりではございませんと思いますけれども、他の市町村も含めて、特に意見徴集とか

は無かったというふうに思っております。 

ただ、いただいた資料等々見ますと、この国際バルク戦略港湾構想を見る限りでは、

従来の、いわゆる穀物については、釧路港に輸入されていた訳でございますけれども、

ご案内のとおり、釧路港の埠頭は、マイナス１２ｍ岸壁がございまして、大体５万トン

級の船しか入港できないそうであります。先程申し上げましたように、今、パナマ運河

を通過する、いわゆる穀物移送船大型化が構想されておりまして、今後６万トンと、７

万トンクラスの船が就航する予定だそうであります。 

これは当然、釧路港に直入港できない訳ですから、現在、一度鹿島港に入港し、若干

の積荷を下ろし軽くして、釧路港にまた戻って来て水揚げをすると、そういったルート

と言いますか、そういう形で穀物等々の輸入がなされております。この事は、単に考え

ても輸送コスト面で、言わば後々、穀物飼料となった際には、コストの添加と言います

か、割高に繋がるのでありましょうし、それが直で釧路港に入ってくるとすれば、コス

ト的にも安くなるし、船の大型化がされますと当然、今まで以上より多くの量が輸入さ

れるという事で、いわゆるスケールメリットが発生して安くなる。そういった予想は立

てられているようであります。 

そういった観点から、この穀物に関しますと、本町にとっても、酪農経営されている

皆様方には、若干の飼料が安くなる、そういうメリットはあるのかなというふうに考え

ております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） そうしますと、今、円高の基調の中で２分の１くらい安くなる

のではないかなというふうに思うのですが、ドルを円換算にすれば、昔と比べれば大き

く違う訳ですが、つい最近と比べても１１０円台が７７円台だとか、８０円台になって

いると。 

それが配合飼料等、穀類に跳ね返っているかと、決してそうなってはいないと。農家

の実態というのは、まだ高止まりだというような状況がある訳ですね。パナマックスで、
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安い穀物が入ってくるかのように言う訳ですけれども、無尽蔵に入ってくる可能性があ

るか、どうかという疑問もある訳ですよ。これは色んな考え方があって、安くなって良

いという人も居るし、いやいや、これは今、道が考えている北海道の酪農を考えたら、

こんなに頭数は増えないよ、というようなことからすれば、そんなに穀類使うのかとい

うような事もある訳ですね。 

そういう事から全部考えた上で、浜中町として、やっぱりこの港湾というのは、我々

の側として、どういうふうな役割を果たすんだということは、考えていく必要が、これ

からあるのではないのですかね。内容を見ますと、ＪＡの幹部の方も協議会に入ってお

られると、幹部の中でも色々ある訳ですよ。 

例えば、そんなに簡単に安くならないよと。それで、そんなに配合飼料食わして搾っ

たら大変なことになると。どうするんだと。大きい農家は残るかもしれないけれども、

中小の農家は潰れてしまうよというような話も出たり、本当にこのバルク港というのが、

農家や近隣の町村が、本当に賛成出来る内容なのか、どうなのかというのは、やっぱり

十分検討が必要だというように思うのです。 

それで配合飼料の給与量というのは、それから増えるのか、あるいは頭数がどんどん

増えるのか、浜中の近代化構想、それから北海道の第４期構想計画ですか、これから類

推して、どのように推察されます。このバルク港構想の推察というのは、物凄く増える

という考え方なのです。それをたたき台にして、アメリカから、あるいはパナマから入

れるという考え方なのですね。 

それで、本当にこの４期計画が、あるいは自治体で今作っている近代化計画構想、こ

れが達成出来るのかどうなのか。そこは肝心なことなので、その基本的な考え方はどう

いうふうに思っていますか。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 先ほども申し上げているとおり、この構想について、一自

治体の意見等と徴集されてございませんので、いわば国の大事業でございますから、そ

こに一自治体の私どもが、意見を申し上げる立場にないというふうに思っております。 

しかしながら、議員ご質問があったように、確かに釧路市さんで作られたと思うので

すが、この構想段階では、乳牛並びに乳量が北海道の計画よりも伸びるような計画にな

ってございます。これは釧路市さん、あるいはこの委員会の中で検討されての数字だと

思いますので、この数字に私どもが、色々言う何ものもないというふうに思いますので、
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省かせていただきますが、北海道の第４期農業農村振興計画の中では、現状と申します

のは、平成２０年の数字でございますけれども、現状の８２万頭から７８万２，０００

頭ですか、若干これは１０年計画でございますけれども、２～３％減少する計画を立て

てございます。逆に管内乳量は、３９０万トンから４１０万トンぐらいで、若干逆に乳

量は伸びる計画になっています。 

また、浜中の基本計画においては、乳牛、乳量とも若干の伸びと、横ばい程度の計画

になってございます。そういう北海道や本町の計画に対して、この穀物を輸入するバル

ク港湾構想は如何なものかという、ご質問の趣旨だと思うのですが、北海道も将来に渡

って、穀物をどんどん輸入し、どんどん牛に食べさせて限りなく乳を出そうという計画

ではございません。北海道の第４期農村農業振興計画にも触れていますけれども、行く

行くは穀物だって思うように入って来なくなる可能性がある、そういった状況に対応す

べく自給飼料の向上、これを全面に謳っていると思います。 

本町もそういった意味では、穀物から最近は放牧酪農を取り入れながら、自給飼料の

向上に、それぞれの分野で検討を重ね、あるいは研究もしておりますので、さらに穀物

の使用が増えるというふうには、中々ならないのかなというふうに、担当部局としては

思っております。 

しかしながら、現実に以前まだ３割強は穀物依存で酪農経営がされておりますので、

それが一気に減るとも予想されませんけれども、今言ったように、ややもすれば為替ル

ートで単価が上がったり下がったりもする、あるいは輸入手段の関係で高くなったり安

くなったりする、当然、燃料費の関係もそうです。そういった不安定な状況から、一刻

も早く安定的な経営を目指す為には、穀物、飼料と同等の栄養価のある牧草なり、そう

いったものに一生懸命努力をして、自給飼料の消費の起源を高めていこうと。 

また、放牧酪農を取り入れる中で、牛の健康を考えて行こうと、そういうふうな形で、

鋭意努力されているというふうに思っておりますし、本町の講想にも、そういう形で１

０年計画を立ててございますので、何とかバルク、これは俗に言うと経済全体の話にな

ると思いますので、決してたまたま釧路港は、飼料と石油と石炭の輸入が多い港で、上

がったものが全て釧路で処理される訳ではなくて、そこからまた、本州の方に内国船と

いうのですか、国内を動くには移出移入と言うらしいですけれども、そういう形で、運

行されているみたいですから、とにかく最初の拠点が大型船で釧路に入れれば、今言っ

たように、コストやスケールメリットが大いにあるのですよと。 
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そのことによって、色んな経済効果が生まれますよと。それで、ホクレン丸も入って

いますから、牛乳の出荷なりあるいは中には、牛も船で運ばれているというふうに思い

ますけれども、色んな意味で利用されている港ですし、本当に経済港としての港という

事を、まず御理解をいただきたいなと、そういうふうに考えておりますし、そのことが

イコール穀物飼料の給餌率の増加なり、あるいは家族経営的な農家への打撃というふう

には考えておりませんので、御理解をいただきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番(竹内健児君） 要するに、第４期計画があり自治体が出している、近代化計画

なり、これ基本は自給飼料、これを基本にするんだという事ですね。この港湾構想とい

うのは、戦略構想というのは、そうではないんじゃないかと。近隣町村をオホーツクの

地域まで含めて、十勝から東北海道を視野に入れて、道路も整備するというようなとこ

ろまで広がっているんですね。だから、そういう面で見れば、我々が考える構想以上の

構想なんですね。そういう構想で、どんどん農業あるいは畑作、あるいは漁業まで行く

かどうか分かりませんけれども、とりあえず穀物港としての役割というのは、牛と中小

の家畜とあるいは鶏だとか、そういう事だと思うんですね。 

だけど、全体の動きを見たって、北海道のこの４期計画を見たって、どんどん増えて

いくような状況にはないと。しかも自然環境、これを破壊しないような方向で農業を続

けなきゃならないということを言っている訳ですね。その事と私は、この構想とは大き

な矛盾を抱えるのではないかなというふうに思うのです。 

これは色んな考え方がありますから、農協の組合長の方達はコストが安くなって良い

んじゃないかという組合長も居りますし、いや、そうでないという組合長も居りますし、

町村の首長の方だって、こういうふうに言っている方が居るんですね。輸入穀物だとか、

飼料に依存する生産構造には限界がある、そして資源循環型の酪農に転換し、実践する

ことが重要だと言っている首長さんも居るわけですね。 

反面、そうでないという人も居ますけれども、もう１つは、社会的なこの経済情勢の

変化というのを見る必要があると思うのですが、発展途上国、開発途上国そういうとこ

ろでは人口が増加して、経済発展して異常気象も含めて、輸出国の輸出制限をしている

と、こういう状況の中なので、無尽蔵に穀物というのは入ってくる状況に無いというこ

となのです。 

それが今、世界全体の動きだと、そうなりますと水の問題、穀物の問題、色んな問題
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が絡まって大きな港湾を造ったけれども、入る物が無いというような状況に陥る可能性

だってある訳です。それが莫大なお金が投入されるというふうに思うのですね。それで

東港だとか西港が出来た経緯をみますと、最初の事業費というのは６２億円あったもの

が、その１．７６倍に膨れ上がっていると。計画の時よりも。それから西港では９４億

円の１．２３倍に膨れ上がっている。これから何年経つか分からないけれども、そうい

う事態が起きる可能性だって考えなきゃならないだろうと思いますね。出来あがった時

には、物が入らないという場合もあり得るかも知れない。それでお聞きしますけれど

も・・・ 

○議長（波岡玄智君） あと３分しかございませんので、そろそろまとめた方がいいと

思います。 

○８番(竹内健児君） はい。事業費はいくらで、負担は釧路市の負担が出ていますけ

れども、近隣町村の負担というのは無いのですか。お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 事業費は計画段階でございまして、先般の釧路市議会で答

弁されていた第一期工事、これは２０１５年までのマイナス１４ｍ岸壁の新設でござい

ますけれども、これについては、釧路市議会の方で２２２億円とおっしゃっておりまし

た。 

また、これに伴う釧路市の負担は３１億円と言っておりましたし、他の町村について

の負担はございません。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 

○副町長(松本博君） 今議論されていますけれども、この釧路の釧路港のバルク構想

とは釧路市を中心にして造られていますから、釧路市で負担して、釧路市でやる港です。

整備なんですよね。 

ですから、浜中町は負担する訳ではないですから、その事は別にお金が掛かる訳では

ないですし、この餌を買う買わないというのは、これから、その餌がどれだけ安くなる

のか解りませんけれども、安いと思ったら買いますし、高いと思ったら買いません。バ

ルク港を造ったからといって、浜中町で何分の１の餌を、浜中町で負担するということ、

そういう約束もありませんから、為替相場で、がらっと安くなってきたら、多分買わな

いと思います。そして、浜中町は基本的には、草地酪農で自給飼料をしっかり取って、

土作りをしていこうと、そういう基本路線をもっています。 
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ただ、安い餌がくるとすれば、もし本当に安かったら利用しましょうということだと

思います。今、農耕飼料食べさせていますから、そういう面では、直ぐストップだとか、

すごくオーバーするということはないと思いますけれど、それをうまく利用して、釧路

に運ばれて来た穀物を利用して、酪農経営をこれから続けるんだと思っています。 

ですから、釧路バルク港が云々ではなくて、浜中町としては、そういう経営を目指し

ていますから、余り心配されない方が良いと思います。 

○議長（波岡玄智君） 時間ですので、これで一般質問を閉めさせていただきます。 

十二分に１時間半という時間をとっておりますので、時間どおりやらせていただきま

す。これで一般質問を終わります。 

 

◎日程第９ 議案第４４号 浜中町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第９ 議案第４４を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

副町長。 

○副町長(松本博君） 議案第４４号浜中町税条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて、提案の理由をご説明申し上げます。 

本件につきましては、先に国会で審議されておりました、現下の厳しい経済状況及び

雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律が、本

年６月２２日に可決・成立し６月３０日に公布され、併せて関連する地方税法施行令の

一部を、改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が、同日付で公布さ

れたことに伴い、関連する浜中町税条例等の一部を改正する必要がございますので、こ

こにご提案申し上げた次第であります。 

この度の改正は、地方税法等の改正を受け、浜中町税条例に規定する町民税の納税管

理人に係る不申告に関する過料及び町民税・固定資産税・軽自動車税等の不申告に関す

る過料を、現行３万円を１０万円に改める改正を始め、寄付金税額控除の改正に伴う条

項の改正、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例など、関連する項目

について所要の改正をしようとするものでありますが、本改正につきましては、総務省

から示されました、市町村税条例の一部を改正する条例（例）に基づいたものでありま
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す。 

なお、施行期日につきましては、本条例附則第１条において、同条但し書きで規定す

る第１号から第４号までの改正を除き、公布の日から施行することとしております。 

以上、提案の理由をご説明申し上げましたが、詳細につきましては、税財政課長より

説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） 税財政課長。 

○税財政課長(松橋勇君） （議案第４４号 補足説明あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

３番鈴木議員。 

○３番(鈴木敏文君） 確認させていただきますけれども、町内に住所等有しない納税

義務者、何名くらいの方がいらっしゃるのか。教えていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 税財政課長。 

○税財政課長(松橋勇君） 現在、詳しい資料を持っておりませんので、後程お伝えい

たします。 

○議長（波岡玄智君） ほかにありませんか。 

７番川村議員。 

○７番（川村義春君） 今回の改正については、不申告に関する過料等が多い訳ですけ

れども、３万円から１０万円に引き上げになったという、歴史的その経過があると思う

んですよね。その辺を分かれば教えていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 税財政課長。 

○税財政課長(松橋勇君） 地方税法の罰則の強化にかかわる背景といいますか、３万

円から１０万円に変わった背景でございますけれども、元々１９８１年、今から３０年

ほど前になりますけれども、国税で脱税にかかわる罰則規定が設けられておりました。

その１９８１年に従来の罰則は、３年以下の懲役または５００万円以下の罰金というふ

うになっていたものを、この１９８１年の改正で５年以下の懲役または５００万円以下

の罰金というふうに引き上げられた経過がございます。 

それから更に２０１０年６月には、先ほど申しました５年以下の懲役または５００万

円以下の罰金から、更に１０年以下の懲役または１，０００万円以下の罰金というふう

に、昨年６月に国税が改正でされております。 

元々、この開設された主旨につきましては、国の政策で脱税を解消して、税に対する
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信頼を回復しようという狙いがございます。それを受けまして、地方税におきましても、

平成２３年６月１日以降の違反に対して、罰則を３万円から１０万円に強化するんだと

いうふうに改正された経緯がございます。 

更には、私共の町税条例につきましては、先ほども申しましたとおり、市町村条例（例）

で準則といいますか、模範となる条例にならって、３万円を１０万円に改正しようとす

るものであります。これが浜中町独自で、この金額を変えるというような、そのような

判断は中々難しいところでございますので、条例（例）に従った改正とさせていただこ

うというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○７番（川村義春君） 歴史的な背景について、詳しくご説明をいただきまして、あり

がとうございました。主旨的には、脱税をいかに防いで税収をきちんと確保するか、こ

ういうことに尽きるのではないかと言うふうに思っております。理解を致しました。 

以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） ほかにありませんか。 

これで、質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４４号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４４号は、原案のとおり可決されました。 

この際、暫時休憩いたします。 

(休憩 午後 ２時５８分） 

（再開 午後 ３時２８分） 

○議長（波岡玄智君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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◎ 日程第１０ 議案第４５号 工事負担契約の締結について  

◎ 日程第１１ 議案第４６号 工事請負契約の締結について  

◎ 日程第１２ 議案第４７号 工事請負契約の締結について  

◎ 日程第１３ 議案第４８号 工事請負契約の締結について  

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１０ 議案第４５号ないし日程第１３議案第４８号を一

括議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

副町長。 

○副町長（松本博君） 議案第４５号から議案第４８号までの工事請負契約の締結につ

いては、関連がありますので、一括して提案の理由をご説明申し上げます。 

本案につきましては、３月１１日発生の東北地方太平洋沖地震に伴う津波のより被災

した、霧多布港暮帰別地区の災害復旧にあたり、公共土木施設災害復旧事業として、平

成２３年・２４年度の２ヵ年の継続事業で復旧するとともに、被災の少なかった物揚場

護岸左岸及び右岸の一部について単独改修事業として改修するもので、先の８月町議会

臨時議会で予算議決をいただいております。 

この復旧工事等にあたり、去る９月６日釧路・根室管内と町内業者４社による経常建

設共同企業体４社と単独企業１社の５社により、指名競争入札を実施したところであり

ます。 

議案第４５号の事業内容につきましては、霧多布港暮帰別航路護岸左岸災害復旧工事

で、航路護岸左岸２８０．９ｍを復旧しようとするもので、入札の結果、宮原・赤石経

常建設共同企業体が１億７，０１０万円で落札しております。 

議案第４６号の事業内容につきましては、霧多布港暮帰別航路護岸右岸外一災害復旧

工事で、航路護岸右岸２２８．４ｍ、物揚場護岸右岸３８．７ｍを復旧しようとするも

ので、入札の結果、釧石・今井経常建設共同企業体が１億６，１７０万円で落札してお

ります。 

議案第４７号の事業内容につきましては、霧多布港暮帰別物揚場左岸外二災害復旧工

事で、物揚場護岸左岸７５．４ｍ、船揚場３０．１ｍ、マイナス１．５ｍ泊地浚渫５，

１９６立方メートルを復旧しようとするもので、入札の結果、村井・石橋経常建設共同

企業体が８，６１０万円で落札しております。 
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議案第４８号の事業内容につきましては、霧多布港暮帰別地区改修工事として、物揚

場護岸左岸３５．１ｍ、物揚場護岸右岸８３．４ｍ船揚場止め壁３０．１ｍを改修しよ

うとするもので、入札の結果、真壁・丸物出口経常建設共同企業体が８，５８９万円で

落札しております。 

なお、工期は補助災害に係る議案第４５号、議案第４６号及び議案第４７号につきま

しては、平成２４年６月１１日までとなっており、議案第４８号の改修につきましては、

平成２４年３月１６日となっております。 

ここに、議会の議決に附すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に規定によ

り議会の議決をいただきたく、提案した次第であります。 

よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第４５号の質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

(「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４６号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４７号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４８号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４５号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４６号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第４７号の討論を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４８号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４５号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４５号は、原案のとおり可決されました。 

これから、議案第４６号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４６号は、原案のとおり可決されました。 

これから、議案第４７号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４７号は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第４８号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４８号は、原案のとおり可決されました。 
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◎日程第１４ 議案第４９号 平成２３年度浜中町一般会計補正予算（第４号） 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１４ 議案第４９号議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

副町長。 

○副町長（松本博君） 議案第４９号平成２３年度浜中町一般会計補正予算第４号につ

きまして、提案の理由をご説明申し上げます。 

この度の補正は、財政調整基金積立金やルパン三世地域活性化プロジェクトに要する

経費など、今後必要とされる経費について、補正をお願いしようとするものであります。 

補正の主なものを申し上げますと、歳出、２款総務費では、基金積立金で地方財政法

第７条の規定による５，０００万円、浜中町財政調整基金の設置、管理及び処分に関す

る条例第２条の規定による５０万円、計５，０５０万円を財政調整基金に積み立てるた

めの補正のほか、ルパン三世地域活性化プロジェクトに要する経費は、道補助金の地域

づくり総合交付金を受けて実施するもので、ルパン三世のキャラクターを活かした、ご

当地グルメの開発にかかる講師謝金などで９６４万７，０００円を増額するなど、総務

費全体で６，６６９万７，０００円を補正。 

３款民生費では、指定寄附による積立金で、福祉振興基金に１０万円を追加するほか、

老人福祉施設措置費に要する経費で４７５万２，０００円を追加するなど、全体で５７

４万４，０００円を補正。４款衛生費では、最終処分場管理運営に要する経費で、最終

処分場環境調査アセスメント委託料として５２５万円を追加するなど、全体で６３６万

５，０００円の補正。５款、農林水産業費につきましては、１項、農業費では、農業委

員会委員に要する経費の農業委員報酬不足分３６万４，０００円の追加など、８４万５，

０００円を補正、２項林業費では、その他林業振興に要する経費の未来につなぐ森づく

り推進事業補助の追加は、対象事業費の増によるもので１６４万５，０００円の補正。

３項、水産業費では、水産行政に要する経費で、漂着クジラの処分費用として１０万円

を追加するなど、全体で５８万３，０００円の補正。 

６款、商工費では、商工振興に要する経費で、浜中町東日本大震災復興特別貸付資金

利子補給の補正、１３万２，０００円など、全体で３４０万１，０００円を補正。７款、

土木費では町営住宅維持管理に要する経費で修繕料など、７８万４，０００円を補正。
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８款、消防費では、災害対策に要する経費で、衛星携帯電話２台分の購入費用などで１

２０万４，０００円を補正。９款、教育費では、教育委員会事務局に要する経費で、琵

琶瀬小学校閉校事業補助として３０万円を追加するほか、教育費パソコン整備に要する

経費で、パソコン等借上料など２１７万５，０００円を追加し、教育費全体で５８５万

６，０００円を補正。以上により、今回の補正額は９，３１２万４，０００円となりま

す。 

一方、歳入につきましては、国庫支出金・道支出金などを充当するほか、繰入金、繰

越金などを財源として充てておりますが、１０款、地方交付税の減額、２１款、町債の

追加は、交付額等の決定によるものであります。この結果、補正後の歳入歳出予算の総

額は、６６億３，６２２万５，０００円となります。 

以上、提案の理由をご説明申し上げましたが、詳細につきましては、税財政課長より

説明させますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） 税財政課長。 

○税財政課長(松橋勇君） (議案第４９号 補足説明あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） これから質疑を行います。 

歳入・歳出一括して行います。 

７番川村議員。 

○ ７番(川村義春君） 数点にわたって御質問をさせていただきたいと思います。 

まず最初に２５ページ、ルパン三世地域活性化プロジェクトに要する経費、これは、

新設でございますけれども、この新設の事業予算の財源は、地域づくり総合交付金９６

０万円を充てております。事業の内容については、浜中町モンキーパンチプロジェクト、

ルパン三世宝島プラン実施計画書に基づいての、提案というふうに受止めさせていただ

いておりますれども、総事業費は聞くところによると、２ヵ年の事業で１，９００万円

を見ているというふうにも聞いておりました。 

この事業については、町もそうですけれども、商工会、観光協会が主体となって進め

てきたものでありますし、また、先の議会の総経委員会の中でも、水木しげるロード及

び記念館これらを視察して、その結果、経済効果が非常に高いというふうに言われてお

りました。本町のルパン三世プロジェクトを立ち上げて、様々な振興策が提言されてい

るけれども、著作権の関係や費用の問題があって思う様に進まない状況から、今回、一

転して地域づくり総合交付金を活用して、予算計上が図られた訳ですけれども、プロジ
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ェクトの現状課題を見据えて、目標を掲げておりますけれども、そのとおり進むであろ

うか、非常に不安であります。 

また、テント市場を改造することの両組合の同意、これらについて得ておられるので

しょうか。町民への説明責任をどういう形でなされているのか、その辺もお聞かせいた

だきたいと思います。併せて、ルパン三世通りの町並み整備を行うということでござい

ます。関連質問になりますけれども、この旧火防線道路を整備するということに反して、

道道霧多布岬線の市街地に入ってくる花壇ボックス、これが町内会の意志を汲んでと言

いますか、町内会では維持管理出来ないというような事から、４区の方から、３区にか

けて花壇ボックスが閉じられているのです。 

来年度以降、３区、２区、１区の方に一新会町内会の方に花壇ボックスの廃止という

のが、続くのだろうなというふうに思っておりますけれども、観光をメインとした仕事

を、これからして行こうとする矢先に、一方では、花壇ボックスが無くなる、そんな事

で果たして良いのだろうかと、火防線道路については、役場の職員なんかも分担したり、

商工会の職員が分担したりして、植裁、花を植えたりして綺麗にしている。片方ではメ

インストリートになる訳ですけれども、花なんかも何も無いと。せめてモンタナ松だけ

でも、残しておいて欲しかったなと思うのですけれども。これは土現に対して町が要請

して、花壇ボックスを造ったはずなんですよ。そんな事で町内会の都合と言いましょう

か、土木現業所の方の予算が無くて、花が買えないという事なのか、その辺の実態の、

御説明をいただきたいなというふうに思っております。これが１点目です。 

それから、２７ページの賦課事務に要する経費で、過誤納還付金及び返還金というと

ころですけれども、共済組合の固定資産税の還付が６１万円ということですけれども、

ちょっと聞きとれなかったので、これは土地なのか建物なのか。この辺を教えていただ

きたいと思います。 

それから、３４ページから３５ページにかけましてですけれども、６款、１項、４目

湿原センター費、霧多布湿原に要する経費の１３節委託料３１７万３，０００円、これ

のシステム構築及び管理業務委託料という事で、浜中町の自然環境情報云々と、ちょっ

と詳しく聞き取れなかったんですよ。この中身をもう少し詳しく聞きたい。聞くところ

によりますと、ＮＰＯえんの森なのか、えんの会というのか、そのＮＰＯを立ち上げる

為に、８月末まで霧多布湿原トラストの会員であった職員を、雇用する為の経費という

ふうに聞いていました。月５０万円の６ヵ月というふうに聞いていますけれども、この
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辺を詳しく、先にお聞かせいただきたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 税財政課長。 

○税財政課長(松橋勇君） ２７ページの賦課事務に要する経費で、過誤納還付金の客

体に対する御質問でございますけれども、この客体は、姉別３丁目１３番地にある、い

わゆる農業共済組合の事務所でございまして、昭和５３年に建築された物でございます。 

 以上です。 

○議長（波岡玄智君） まちづくり課主幹。 

○まちづくり課主幹(越田正昭君） ４点程の質問にお答えをさせていただきたいと思

います。まず地域再生プロジェクトという形の中で、ルパン三世の浜中宝島プラン地域

づくりの総合交付金、その中の地域再生加速事業という命題になっております。 

先ほど、議員の方からご指摘を受けた、まず１点目でございます。プロジェクトの様々

な事業展開をするその中で、不安要素もあるのではないかという御指摘を受けておりま

す。これについては、平成２０年に商工会の事も含めながら、様々な業界関係者の中で、

この４０周年の部分を以て、４年間協議をしながら整理をさせていただきました。 

しかしながら、財源の確保が大変難しいという状況に陥った形の中で、本年３月の中

で、前任のプロジェクトチームが既存であるわけですけども、そこからの提案、提唱を

受けながら、再度、町の中でどうあるべきなのかという事で、この中で、それらの財源

も含めて検討させていただきました。全体的には、多くの部分を含めた事業展開であり

まして、特に私たちの方では、その項目を９つに分けさせていただきながら、この２ヵ

年と、先ほど言ったように、一部２年に亘る事業も含めて展開をさせていただきたいと

いう形をとっております。基本はソフト事業に重点をさせていただきます。 

まず、この町にルパン三世を活用して人に来ていただく、この構図を、まず基本的に

は、この中で人のやる事業という形で、実施をしたいというのが１つであります。その

中の骨格として、先ほども言われたように様々なハードな部分も２点程、展開をしたい

と思っております。現状の中で大変厳しいのは、御指摘のとおりハード部分になるのか

なと思っているところであります。 

これも、それらの方々との話合いもさせていただいております。その中で特に両漁協

との取り扱いになっております、テント市の問題の管理運営の在り方、それと、これに

係る再生をかけて、このスクエアというものを作るという形をとっております。運営委

員会というのは、それぞれの代表者を以て行っております。その中で協議をさせていた
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だきながら農協さん、漁業さん、商工会、そして町が入った形で協議の中では、今ある

このテント市のあり方等も含めて、まずは、この新しい形での活性化に向けた取り組み

をやってみようじゃないかというふうな御意見をいただきながら、取り組むところであ

ります。 

先ほど言ったように、管理問題それから運営という部分も含めて、これからまた整理

をしていかなきゃいけない問題だと思っておりますし、この辺については両漁業との協

議を踏まえて、どうあるべきなのかというのも、まだこれから先の考えもありまして、

来年本格的に、この事業は動くという形の建物でございますので、それまでの間に、あ

る程度の方向性を導き出していきたいなと思っているところであります。 

それと、町民への情報の開示また町民への理解度はどうなのかということでございま

すけども、この４年間の中で、ある程度の部分は、先ほどの一般町民も含めて、この議

論をさせていただきました。それらも公募しながら、色んな方々が入っていただいて、

この町にどう合った形で、このルパン三世の部分であります、モンキーパンチさんの加

藤先生を捉えた中で、この町づくりをどうにか出来ないものかと言う形で、この再生プ

ロジェクトが、今になったという形になっておりますので、この辺は今後も、また情報

を踏まえて、さまざまな形の中で町の方にはこの提案、またこういうふうな形で骨格を

して行きますよという部分では、流していきたいと思いますので、御理解をしていただ

きたいと思います。 

道道の霧多布線の部分での、花壇のボックスであります。先ほど御指摘を受けました

ように、４区町内会の一部につきましては、花壇のこれからの維持、それと管理という

形の中で、植栽枡を撤去するという方向性は、担当者の方から、また町内会を集めた中

で協議をさせていただきました。色々この歴史の背景がある訳でありまして、この中で、

どうしても管理が出来ない、どうしても、それぞれの町内会の中での管理状況も、ちょ

っと違っているという事で、道の方からは、植樹に対する支援を受けているところです

が、そういう形で町内会の管理上の問題もありまして、一部からは出ております。 

それと今後の、霧多布市街地周辺の町内会の、このエリアに基づいている所には協議

をさせていただいておりますが、その中では、まだ決めきれないという所もありますの

で、現状では、ちょっとこの辺は今後、どのような形になるのかというのは、はっきり

私の方からは申すことは出来ないという事を御理解していただきたいと思っておりま

す。 
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それと併せまして、湿原センターに要する経費でございます。委託料の部分でのシス

テム構築という形を持っております。先ほども、話をしましたとおり、緊急雇用の創出

推進事業という形の中での事業を執り行うという形を持っております。委託先という形

では、特定非営利法人のえんの森という、代表としては二瓶昭さんの方から、この部分

の申し立てがありまして、町の方の中で１名を確保して、今言ったシステムの開発、こ

の中心となるのが霧多布湿原を捉えた中で、自然環境の変化、著しい変化をどう捉えて

いくのか、その中で、今システムの部分でありますＧＩＳという、地理情報システムと

いうのが構築をされております。 

その部分を活用した中で、環境情報の部分も湿原にあたる魚類・植物・それと鳥類そ

れと併せて、そこにかかわる木等の状況もデータ集積をしたいと、それと合わせてデー

タの整理をして行きたい、それで将来に掲げる、このシステムに運用できるような体制

づくりをして行きたいという形で、その中で、どうしてもこの委託という部分の中で、

町で出来ない部分ありますので、委託という形の中で、これを受理して道の方に申請を

して、道の方でそれらの部分の審査を頂きながら、的確だという形で、この事業になっ

たところであります。 

若干、説明不足がありますけれども、以上の形の中で執り進めて行くということして

おりますので御理解願いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○７番(川村義春君） ２７ページの賦課徴収に要する経費については、理解をしまし

た。２５ページのルパン三世のプロジェクトの関係ですけれども、２０年頃から商工会

と４年間調整をしてきたと。財源調整が非常に難しかったという事であった訳ですけれ

ども、今回の地域づくり総合交付金、これが２年間交付されるという事で、ほぼ１００％

の事業で推進できるということから、展開をしていくことにしたと。基本はソフト事業

を展開していくという事でありました。 

それで、ハード事業でありますテント市場、観光客が岬エリアに集中して行くという

事で、今のテント市を改装するという事のようです。これらについては、運営委員会で

協議をしたということですけれども、活性化に向けた取り組みをしてみようということ

で、まだ先の考え方もあるということで、今後、これから方向性を見出したいという事

ですけれども、そういう状況の中で、予算措置をされるというのは如何なのでしょう。

ある程度、本当に骨格が決まって、ここにあるようなルパン三世宝島プランという、こ
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の実施計画書に基づいて行くんだよという、意思表示があって予算付がされている、そ

して、この実施計画書が町民にも説明されているということが、本来の姿じゃないかな

というふうに思っております。町民の説明責任についても、これからという話だったよ

うに思うのですけれども、これは本当に、これから説明をするという事でしょうか。 

それと花壇ボックスの関係ですけれども、今後の見通しについては、不明だという、

解らないというような答弁だと思うのですけれども、片一方では、火防線の整備をきち

んとフラッグを造るだとかという事をやっておきながら、メインストリートで入ってく

る部分、そこが整備されていない。その辺は、どうも一貫性がないんじゃないかなとい

うふうに思うので、その辺の考え方を、もう一度お聞かせ願いたいと思います。 

それと３５ページの、霧多布湿原に要する経費の、システム構築及び管理委託料に関

してでありますけれども、このＮＰＯの設立目的を述べてもらいたいと思います。それ

で、なぜ湿原センター費に予算計上されなければならいのか。私はＮＰＯえんの森とい

うのが、多分緑の回廊だとか、三郎川の魚道設置あるいは、緑の回廊なんでしょうけれ

ども、そういった農村環境を良くする、そういう中で、こんなすばらしい環境の中で生

産される牛乳、これは他の町と差別をすると、特化する為に、そういう事を一生懸命や

ると環境を良くすると、そういう為に立ちあげるＮＰＯだというふうに理解している訳

です。それで確認をしたいのは、そのＮＰＯの設立目的というのはあると思うのです。

それをちょっと教えていただければ、この予算は事業目的別予算だというふうに思って

いますから、当初予算では、湿原センター管理運営に要する経費、それと霧多布湿原に

要する経費というふうにあります。ここの霧多布湿原に要する経費については、学術研

究助成金、それとそれを審査する審査謝金と費用弁償、これしか載ってないですね。何

故ここに、こういうシステム構築の管理委託料が計上されなければならないのか。 

私は、そういうＮＰＯの設立目的から判断すれば、農水費の農業費の農業振興費あた

りに予算付がされるべきではなかったのかなというふうに思っています。それと自然環

境の変化とか、ＧＩＳを活用してデータ集積整理をしたいというお話しでしたけれども、

ＧＩＳの協定については、自然環境情報データに関する協定書というのを、町と農協と

トラストの３社で組んでおりまして、前の館長さんは３月３１日で退所されていますか

ら、この人の権利というのですか、この人がこの物を、農協を経由して使うという事は

あり得るかも知れないけれども、これがメインとして今お話されたような、説明された

ような中身ではないと思うのですよ。これについて、やっぱり使うとなれば協定書を結
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んでいますから、３社の農協なりトラストなり町の許可を得ないと、データは使えない

というふうに思っているのですけれども、この辺については聞いたところによると、Ｇ

ＩＳについては、既にある程度のハンノキ調査だとか、湿原の調査推移をハードディス

クに入れて、それぞれ３社が持っているというふうにも聞いていました。 

ですから、退職された方が、何らここに関わってくるものではないなというふうに思

っているのですけれども、かかわるとしても、私はＮＰＯの設立目的からすれば、この

科目ではないのではないかと、非常に私は理解できないのですが、その辺を再度、説明

願います。 

○議長（波岡玄智君） まちづくり課主幹。 

○まちづくり課主幹(越田正昭君） 再質問にお答えをさせていただきます。 

まずテント市の方向性の関係であります。説明不足の部分がございましたので、お話

させていただきます。この骨格というのは、ハード事業ではなくてソフト事業なんだと。

来年度に、この言われているルパンの、モンキーパンチのスクエアというものが、この

テント市でやっていくという形を今思っています。 

本来であれば、本年この事業を実施したかったのですけれども、全体的な取り扱いの

計画の中で、基本的にまず、観光客をどういうふうな形で来ていただくのかという形の

持ち方の中では、今ある既存の利用の経緯、それと今、火防線に計画しています。フラ

ッグの関係もありまして、火防線を、まず整備をしたいというのが実際にあります。こ

れがメインのストリートの形成をすると、その中で、観光客については、当然、霧多布

岬、アゼチ岬というのを、釧路バスの停留所合わせて、ゆうゆという観光の拠点の施設

もあります。 

そこを、まず骨格としてなさなければ、様々な部分の中で、ここに書かれているソフ

トの事業、食事も含めて色んな部分の中である訳ですけれども、それを出した場合、キ

ーワードとなるところの骨格を作って行かなければならない。その中から、霧多布市街

地の活性化というのを含めて、この事業の展開をしておりますので、そこからおろすと

いう効果の中で、これがテント市のある部分が一番適当だろうという形で、課内の検討

を踏まえて、決定をしたころであります。 

ただ、この事業費等については、かなりの事業費を持つものですから、それらも踏ま

える時に方向性としては、そういう形をやりますけども、事業費的な部分も踏まえて、

中身については、詰めなければならないなというところであります。コストの部分につ
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いては、ある程度確定をして、２ヵ年計画としているという事でございますので、但し、

若干補足説明の中で２ヵ年という形で思っておりますけれども、認定をかけているのは、

まず１年だけをかけさせていただいております。審査自体は１年１年審査をしています。

総合振興局の今年の認可はいただきました。次の認可は、今年やった部分の評価の具体

的な、その中での結果をもって、次の２ヵ年目に行くという形になっていますので、そ

の２ヵ年目の骨格となるのが、このルパン三世のモンキーパンチのスクエアだと思って

おりますので、これをもって、完結になるんだという形で取り組んでいるところであり

ます。 

住民への関係ですけれども、今のところ現状として、どのタイミングでやるのかとい

う形は、この席上の中で、こうだという形にはなっておりません。 

しかし、今、言った全体の骨格が、この１０月から始めて行きたいという内情も９月

末に全体で出ておりますので、１０月からのタイミングを見計らって、この事業はして

いきたいと思っておりますので、ご理解をいただければなと思っております。 

火防線の整備であります。火防線の整備については、この歩道を改良したいと要望と

して、今、挙げております。これが通るかどうか分かりませんけれども、地元として、

ここの道道の歩道の舗装面も含めて、ちょっと改良したいと言う要望をしておりますの

で、今この植栽にある部分での提案をしたいと思っております。 

但し、先ほど言ったように、このメイン通りの１の通りは、この協議する上で一番の

難点でありました。私達も霧多布の１の通りを、どうにか事業の中で展開出来ないか、

フラッグ等も、この１の通りに設置をしたいなと。その中で、どうにか人が来て、そこ

で和んでいただくところですけれども、その辺は、土現さんとの協議の中で、進められ

なかったという部分はありまして、今、そういう形の中で現状の路線等については、こ

の火防線をという形で、進めて行かせていただきたいと、今この計画が進んでいるとこ

ろであります。 

それとシステム開発の関係でございますけれども、えんの森の基本的な部分の中身で

ございます。実際の事業の中身としては、信頼性を置いた中での取り組みをしたいとい

うことで、環境保全の事業展開をするというのが、第一の命題の中にあります。その部

分については、調査と政策提案をしたいんだと。この会の中で植樹、魚道設置等の環境

復元型の事業を展開していきたいと。併せて、総合学習及び環境教育等の講師派遣の事

業を展開したいと。それと社会人の為の生涯学習事業、それと地域活性化の交流事業と
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いうことで、５つ程の目的を持ちながら、この事業展開をしたいというところでありま

す。 

当然、このえんというのは、先ほど言われた環境保全を中心に持ちながら、その中で

人々が、そこの中で暮らしていける環境、それと合わせて、そこにかかわる地域関係者

の方々の御理解をいただきながら、進めていくという事業になっております。この事業

の骨格の中で、何故このシステム開発をするのかという事ですけれども、実際、このえ

んの森の活動自体も、先ほど言われましたけども、緑の回廊、それと合わせて魚道設置

という、前回、中山間の形で事業を進めていた部分を、ある程度、その事業も実施をし

ながら、そこに事業展開をして行きたいという所で、その中にデータシステムの、この

データというものが、全体像を入れこまなければならないという事で、今、進んでいる

ところであります。特に、今言われておりましたけれども、この湿原の部分で、湿原セ

ンター費に入れたのかという事でございますけれども、御指摘のとおり、検討をさせて

いただきました。その湿原を特化している訳ではなくて、緊急雇用の関係は、湿原と合

わせて今いった環境問題も含めると、そこにも入れなきゃならないのかなと。検討もし

た中で、既存の今ある、この動いている湿原を、まず基本テーマとして、この湿原に要

する経費の中に、入れさせて頂いたというのが現状でございます。次に、えんの森の設

立の目的、現状の事業の部分を話ましたけれども、住み続けたい、住んでみたいという

一つの地域づくりを、骨格として出して行きたいというのが、えんの森の目的でありま

す。 

その中に、産業と環境が調和した持続的な暮らしを作りだしていければ、合わせてそ

れには、一次産業の地域では多様な生物が共存すると、それを安全安心な農産物を提供

できること、こういう形を持って、この事業推進この会を持って行きたいというのが、

主旨になっております。それには、先程も言ったように産業と自然が調和し、持続可能

な暮らしの確立が、環境保全に繋がっていくものだという形の中で、取組みをして行き

たいという形になっています。 

また、合わせてこの会は、様々な業種の企業の参加協力も呼び掛けておりますし、実

際には、産業の部分を踏まえて消費者への応援もしていきたいというのが、このえんの

森の事業であります。地域が一体となって、この森づくり、そして魚道づくり、そして

緑からの、回廊作りをしていきたいというのが、このえんの会の目的であります。その

中に、先ほど言った５項目の事業を実施して行きたいという所であります。 
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１点程、追加させていただきます。予算化した理由の関係です。先ほどもちょっと申

しましたけれども、本来、雇用というでの観点から、この事業については、実際、先ほ

ど言われたようなデータを、それぞれ構築をしていただく、その中で環境システムとい

う部分と、管理運営状況という形を事業展開させていただくことになりました。 

経緯といたしましては、８月３１日に、先ほど議員の方から御指摘のとおり、この協

定書の中で町の方に、この３社でのデーターベースの事業運営というか、それぞれの管

理をするという形をとりました。このえんの森から申し出があったのが、実は５月の末

でありました。その中で、先ほど言った目的に沿って事業を展開したいと。その間で、

雇用を１人入れたいという事で、お話を受けました。それで当然、この事業が、何処に

当たるのかというのがありまして、先ほどお話した雇用、またそれを含めて観光の分野

にも当たるのか、それと農業振興の部分に当たるのかという事もありましたけれども、

実際には今言った、観光の部分の中でと、湿原を捉えた中での調査という事で、湿原に

要する経費ということで、入れさせていただいたというところでございますので、御理

解していただければと思っております。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○７番(川村義春君） 今の霧多布湿原に要する経費の話ですけれども、目的を今聞か

せていただきました。ＮＰＯの設立ですね。はっきり言っているんですよね。ここに住

み続けたい、地域づくり、産業と環境が調和した安全、安心な農産物を生産していく、

ひとつの方法だという、そういう目的が持たれているとすれば、この予算書は、私も財

政を担当していた事もあるのですけれども、少なくても事業別予算書になっている訳で

すよ。 

ですから、いくら緊急雇用創出事業の窓口が、まちづくり課であっても、前段に当初

予算だと思うのですけれども、枝打ち事業ですね。これも緊急雇用創設事業でやってい

ると思うのです。それは、農水費の林業費については、農水産だから目的別の予算であ

るが故に質問しているのです。これは、やっぱりちょっと違うんじゃないかなというふ

うに私は思って、どうも納得がいきません。 

それと、もう一つはＧＩＳデータ、これはトラストから言わせたら一応完了したと。

それで、データをそれぞれ共有して、今後植生の変化だとか、そういうものも追加して

いくんだというような話になっているようであります。ですから、全くトラストと元館

長ですか、まるっきり関係ありませんという話ですから、まだ、そのデータを先方のと



 70

ころに渡すという事については、そういう取り決めも何もしていないという話でした。

その辺の曖昧さというか、まして枝打ち事業とかという複数の人間が、緊急雇用創出と

いう形で使われるのであれば分かるのですけれども、月５０万円の賃金というのは、妥

当な線なんでしょうかね。６ヵ月も。その辺も含めて、できれば副町長から答弁をいた

だきたいと思います。 

それと、ルパン三世のまちづくりですけれども、話を聞いていて良く分からないんで

すよ。その辺をちょっと整理しながら、基本的な考え方を聞かせていただければという

ふうに思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 答弁は３回ですから、後は許可致しませんので、分かり易く簡

便に御答弁願います。 

○議長（波岡玄智君） 一時会議を中止します。 

（中止 午後４時４８分） 

（再開 午後４時５６分） 

○議長（波岡玄智君） 中止前に引き続き会議を開きます。答弁願います。 

まちづくり課主幹。 

○まちづくり課主幹(越田正昭君） それでは３点ほどの再質問にお答えをさせて頂き

ます。まずデータベースの関係で若干、前後致しますけれども、そのお話からさせてい

ただきます。 

先ほどＧＩＳデータといいましたけれども、私の間違いがありました。このＧＩＳの

本体事態は、まだ整備をされておりません。また今後、検討するという形の中で今進め

ております。えんの森から出ている事業というのは、先ほど言ったように自然環境のシ

ステムといいますけれど、実際はデータを作り出す、それらの調査という形を持ってお

ります。このデータについては、魚類関係、鳥類それと植物さまざまな部分の、データ

集積を、ここの中で実施をして、システムの開発これは、まだまだ先でございますから、

今言ったようにＧＩＳというものが、これらの部分での中に、データとしてある程度広

げてい行きたいという事でお伺いをしております。 

先ほども言ったように、その中で単価というか金額の話もされました。先ほど高額な

人件費で、とられているのでないかという事でございますけれども、この金額につきま

しても、各民間のベースの基準での、その技術スキルを持った給与体系、それとＮＰＯ

法人、それぞれの持っているベースの中での給与体系を基に、それらを道の方に照会を
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させていただきました。申請とその中で、ある程度道の方は、この部分は適正だという

事の判断を持って、この申請行為に繋げさせていただいておりますので、御理解をして

いただきたいと思います。 

先ほどから出ております、ルパン三世、テント市場の関係でございます。この部分に

つきましては、２ヵ年で事業を、先ほどすると言い渡しをしましたけれども、 

○議長（波岡玄智君） 本日の会議時間は、議事の都合上あらかじめこれを延長いたし

ます。 

○まちづくり課主幹(越田正昭君） これは来年の事業でありまして、その来年の事業

の部分の骨格を、これから整備をしていかなければならない部分が、あるという事で若

干、私の説明不足もありましたけれども、今これが実際にやるかどうかという事は、中

身の議論は、この期間中に精査をさせていただきたいと思います。各関連団体がござい

ますので、その中で整理をさせていただいて、これが本格実施出来るような、運営体制

に作っていければなと思っているところであります。 

それと、道道の花壇の関係であります。道道の花壇につきましては、町内の自治会と

は協議をさせていただいておりますが、実際に、その一部自治会の方からは、今の花壇

はとり止めて、マット方式をしていただきたいというのがありましたので、来年以降に

ついては、それぞれの自治体の方々と協議をするという事にさせていただいております

ので、まだ、これがどうなるという形では、町内会での議論をし、それらをもって今後、

検討させていただければと思っております。 

湿原センター費の関係の、事業別予算の関係でございました。データの蓄積という形

の中では、湿原を中心にデータの解析を行っていくという形で、今ある予算の計上の中

から、今この事業というのは多目的に、湿原というのは渡っているんだという事で、こ

の事業の中に入れさせていただいた所でありますので、この辺、様々なご意見、また不

適切ではないかという部分はありますけれども、これは現状の予算の中では、こういう

形の処置しか出来なかったという事で、御理解をしていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 

○副町長（松本博君） 歳入では緊急雇用ですよね。緊急雇用の中で予算をとらせても

らっています。当初でも見ています。それは雇用の関係ですから、この間、今まで林業

でいったら２年程、林業の枝打ちの関係でやらせてもらっています。それ林業費でとら

せてもらいました。 
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それから、湿原センターの公園の関係もセンター費に持っていったと。それから去年

エゾシカで、まちづくり課で持っていますから、エゾシカの調査をやらせていただいて、

今年度は町民課に行きました。その継続されたというか調査項目、確かに去年付けたの

は、まちづくり課で、この緊急雇用の窓口が労働の関係ですから、受けて協議をしたら、

どうも環境政策になってくるだろうと、その関係で町民課の方に行ったという経過なん

ですよ。 

今回のも本来であると商工労働かも分かりません。ひとつの緊急雇用で行ったら、ど

こになるのか分かりませんけれども、そんな関係で考えていた所が、まちづくり課の緊

急雇用の方で動いていたものですから、それと調査関係も含めて、まちづくり課がやる

という事で、今回そういう組ませ方を、その中に入れているという状況であります。そ

れが正しいのか、良いのかという事になってくると、疑問の残るところでありますけれ

ども、そんな関係で、今後も、その予算化含めて入れるところ、それからまた変更する

ことも含めて、今年度こういう形で調査が主として、湿原の調査も含めてやるという事

で、この中に入れさせてもらっていますので、その経過を御理解いただきたく思ってお

ります。 

以後、そんな形でしっかり予算化含めて、予算化する時には、この項目では本来であ

れば緊急雇用ですから、そういう事も含めて進めて行きたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

◎延会の議決 

 

○ 議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

よって、本日はこれをもって延会することに決しました。 

 

◎延会宣告 
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○議長（波岡玄智君） 本日はこれをもって延会いたします。 

（延会 午後 ５時 ５分） 
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